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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から補助金の交付を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 委託金額 

企業局総務課 浄水場事業費 浄水場の運転管理業務 1,179,955千円 

企業局企画経営室 ヘリポート事業費 つくばヘリポート監視・管

理,格納庫管理 

14,725千円 

企業局企画経営室 水道普及啓発強化事業費 水道出前教室他に係る業務 4,337千円 

生活衛生課 水道普及啓発強化事業費 水道フェスティバルに係る

業務 

574千円 

計 1,199,591千円 

 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から借入をしていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 県準拠の給与体系 (１)

 【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 

 出資団体の運営体制 (２)

 常勤役員は専務理事1名で県退職者である。理事長は非常勤で,県企業局長が公社理事長に就任

するのが出資団体設立当時からの慣例となっている。出資団体及び県からは浄水場の運転管理等

業務について一体的な運営のための体制という説明を受けたが,出資団体の自立経営の点で問題

がある。 

【意見】 

 運営体制のあり方について検討すべきである。 

 

 理事会本人出席率 (３)

 平成23年度までは公益認定前であったが理事会本人出席率が低い状態であった。代理人または

委任状提出が多い。平成21年度から23年度の理事本人出席率は50％～57％,監事本人出席率は

33％～50％である。また,評議員会本人出席率も67％～75％と低い。 

【意見】 

 ガバナンスの点で問題があり,活発な議論を機動的に実施できる態勢を構築すべきである。 

 

 コンプライアンス規程等 (４)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (５)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 
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 中期経営計画 (６)

【指摘】 

 出資団体は中期計画を策定しているが当該中期計画には数値目標が盛り込まれていない。 

財務面の数値を織り込んだ計画を作成する必要がある。 

 

 財務諸表注記の誤り (７)

 平成23年度の財務諸表における有価証券時価注記に誤りが存在する。一部の銘柄の時価につい

て時価ではなく額面金額を注記しており,その結果,財務諸表注記のうち評価損益の金額も誤って

いる。 

【指摘】 

 公表数値に誤りが発生しないようチェック体制を構築すべきである。 

 

 出資団体の存在意義 (８)

 企業公社設立時は県行財政改革のために企業公社を設立して公社で職員を採用する必要性があ

ったという。しかし,現在は出資団体も含めたいわゆる連結ベースでの行財政改革が必要な時代で

ある。 

 設立当時と異なり浄水場の運転管理等業務を担う民間業者も現れてきており,必ずしも当企業

公社でなければ実施不能な業務ではない。 

【意見】 

 現在の形態で浄水場の運転管理等業務を行うことの是非も含めて公社のあり方について検討が

必要である。 

 

 委託料の支払方法 (９)

 出資団体の事業の大半の受託事業は実費弁償方式により企業局からの委託料で賄われている。 

 実費弁償はコスト削減のインセンティブが働きにくい。 

【意見】 

 実費弁償の欠点を補完するため県は実費精算額について強力なモニタリング体制を整備する必要

がある。 

 

 職員の年齢構成 (１０)

【意見】 

 運転管理に従事する職員146名のうち112名が嘱託であり,その大半が55歳以上と年齢構成が

高い。 

 プロパー職員に技術ノウハウを伝承していかなければ受託事業に支障が生じる可能性が高いこ

とから公社のあり方を検討する中で注意すべきである。 
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 出捐比率の算定方法 (１１)

【意見】 

 出資団体が過去に剰余金を基本財産に充当した結果,計算上の県の出捐比率が低下したため県の出

捐比率が75％と公表されているが実態は県出捐比率 100％である。出捐比率が実態を表しておらず,

情報利用者の誤解を招く虞がある。 

 実態を表した比率算定方法について検討すべきである。 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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XVI 公益財団法人 茨城県教育財団 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県水戸市見和１丁目356番地の２（茨城県水戸生涯学習センター分館内） 

② 設立根拠 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律第44条に基づく公益財団法人 

③ 設立目的 

 茨城県教育財団は,教育行政の中で民間的創意工夫の活用によって,よ

り一層の効果が期待できる分野を指定事業あるいは自主事業として積極

的に推進し,県と一体となって本県教育の振興に寄与するため,昭和44年

に設立された。 

 現在では,指定管理者として県から委託を受けた社会教育施設や文化

施設の管理運営を行っているほか,埋蔵文化財の発掘調査事業を推進し

ている。 

 また,県芸術祭の優秀作品を顕彰するなど,本県美術の振興にも努めて

いる。 

④ 事業内容 

・指定管理者として県から委託を受けた施設の管理運営事業 

・生涯学習関連事業 

・埋蔵文化財の発掘調査・普及啓発活動事業 

・美術振興事業（県芸術祭における優秀作品の顕彰と買上げ） 

・茨城県史及び茨城県史料等の頒布事業 

⑤ 所管部課 教育庁総務課 （関係課：生涯学習課及び文化課） 

⑥ 出資状況 茨城県10,000千円（100%） 

⑦ 
設立年月日 

沿革 

昭和44年12月１日 設立 

昭和48年４月１日 歴史館設置 

昭和51年10月１日 美術振興事業の制定 

昭和52年４月１日 埋蔵文化財発掘調査事業を開始 

平成24年４月１日 公益財団法人に移行 

⑧ 組織機構 次葉参照 
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組織機構（平成24年４月１日現在） 

 

 

 

 出資団体の本部等の写真 (２)

水戸生涯学習センター１号館概観 茨城県立歴史館概観 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (３)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資金（出損金）

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

159,883 143,440 86,189

0 0 0

2,653,030 2,655,514 1,842,261

2,550,855 2,565,810 1,789,540

6,778 5,562 10,716

1,948,169 1,849,302 1,140,288

16,301 18,131 14,864

2,652,804 2,655,487 1,842,261

704,635 806,185 701,973

64,516 59,312 44,188

0 0 0

1,384,071 1,295,276 750,410

226 27 0

資
産
・
負
債
・
純
資
産

875,575 1,051,891 899,034

339,644 512,660 377,877

0 0 0

0 0 0

正
味
財
産
増
減
計
算
書

2,717,546 2,714,826 1,886,449

2,717,546 2,714,826 1,886,449

30 14 4

535,931 539,231 521,157

594,343 711,346 514,302

281,232 340,544 384,732

337,997 330,468 219,074

246,076

0 0 0

256,346 380,878 295,228

0 0 0

10,000 10,000 10,000

0 0 0

281,232 340,544 384,732

県
財
政
関
与
状
況

0 0 0

2,122,398 2,253,207 1,498,260

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2,122,398 2,253,207 1,498,260

285,065 320,661
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 出資団体の主な経営指標の推移 (４)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷(事業収入+受取補助金等)

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数 千円 千円 千円

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

－ －

－ －

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

－

32.4% 42.8%

128.0%

32.1%

－

－

132.5% 134.6%

258.1%

610 552

－ －

13.4% 14.2% 16.4%

平成23年度

71.7% 68.1% 60.4%

102.4%102.4% 102.2%

51.5% 48.4%

平成21年度

78.3% 83.2% 79.9%

平成22年度

40.6%

209.8%

22.9% 17.4% 11.5%

310.4%

401

9,158

72.2% 66.7% 72.2%

16.7%

1,710

83.3%

16.7% 25.0%

84.6% 68.8%

114



215 

 

 出資団体の役職員数等の推移及びその給与・退職金の状況,県派遣職員の状況等 (５)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 2 2

非常勤理事 8 0 0 8 6 0 0 6 6 0 0 6

　理事　計 8 0 2 10 6 1 1 8 6 0 2 8

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 0 0 2 2 1 0 1 2 1 0 1 2

　監事　計 0 0 2 2 1 0 1 2 1 0 1 2

　計 8 0 4 12 7 1 2 10 7 0 3 10

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 11 0 11 0 10 0 10 0 7 1 8

一般職 37 96 1134 33 93 0126 30 76 0106

嘱託・臨時職員等 105 0 0105114 0 0114 91 0 0 91

　計 142107 1250147103 0250121 83 1205

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 9 11 13

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

7,262千円 7,946千円 6,299千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

5,610千円 5,710千円 6,567千円

支給額 支給額 支給額

1,032千円 18,814千円 119,059千円
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から補助金の交付を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

生涯学習課 指定管理事業費 西山研修所ほか管理運

営に係る委託 

655,356千円 

文化課 埋蔵文化財発掘調査事業費 埋蔵文化財発掘調査に

係る委託 

487,820千円 

文化課 指定管理事業費 歴史館管理運営に係る

委託 

338,038千円 

生涯学習課 青少年教育施設機能強化事業費 青少年教育施設機能強

化に係る委託 

13,027千円 

文化課 閲覧室図書整備・登録整理事業費 閲覧室図書整備・登録に

係る委託 

4,019千円 

合計 1,498,260千円 
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 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体が平成23年度において,指定管理者に選定されている県の公の施設は以下のとおりで

ある。 

施設名 
公募 

非公募 

応募 

団体数 

開始 

年月 

指定 

期間 
所管課 指定管理料 

鹿行生涯学習センター・

女性プラザ 
公募 １ 

23年 

４月 
５年 生涯学習課 159,555千円 

水戸生涯学習センター 
公募 １ 

23年 

４月 
５年 生涯学習課 

152,685千円 

中央青年の家 
公募 １ 

23年 

４月 
２年 生涯学習課 

109,463千円 

さしま少年自然の家 
公募 １ 

23年 

４月 
５年 生涯学習課 

82,524千円 

白浜少年自然の家 
公募 １ 

23年 

４月 
５年 生涯学習課 

81,408千円 

西山研修所 
公募 ３ 

23年 

４月 
２年 生涯学習課 

69,721千円 

小計 655,356千円 

歴史館 
非公募 － 

23年 

４月 
５年 文化課 

338,038千円 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度末現在において,県から貸付を受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度末現在において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 財政調整特定資産 (１)

【意見】 

 １（３）出資団体の主な経営指標の推移に記載したとおり，出資団体の流動比率は100%を超え

ており財務健全性に特に問題はないが，流動資産の現金及び預金226,171千円とは別に財政調整

特定資産247,832千円を保有している。財政調整特定資産のうち74,000千円は平成23年度に積

立した金額である。 

 出資団体からは,公益財団法人へ移行したことにより収支相償の考えから今後はこれ以上に財

政調整特定資産が増加することはないとの説明を受けたが，流動資産の現金及び預金を上回る財

政調整特定資産を保有していることから，県に対する資金の返還等を検討すべきである。 

 

 コンプライアンス規程の整備 (２)

【指摘】 

 出資団体では,平成23年度において,理事及び監事以外で，管理職及び一般職員を合わせて114

名の人員がおり,人的に相当の規模がある。 

 同団体においては,実質的にコンプライアンス規程が整備されていないが,これだけの人員がい

る同団体においては,コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されるべきである。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (３)

【指摘】 

 所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある

（出資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上

内部監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされ

ていることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の

監査報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 
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 職員の全体像に関する規定 (４)

【意見】 

 出資団体は，一般の職員に適用する主な規則として就業規則と職員の給与及び旅費に関する規

程を定めているが，これらの規則が直接適用されない職員も複数存在している。一般の職員以外

の職員の種類及び雇用条件等を定めた要領は次の表のとおりである。 

職員の種類 要領等 

臨時的任用職員 臨時的任用実施要項 

再任用職員 職員再任用要領 

嘱託員 嘱託員設置要項 

アシスタント アシスタント採用取扱規程 

臨時職員 臨時職員管理規程 

補助員 埋蔵文化財発掘調査補助員の雇用及び就業に関する取扱要項 

 このように職員の種類ごとに要領は定められているものの，出資団体が一般の職員も含め全体

としてどのような職員構成となっているのかはどの規則にも規定されていない。 

 就業規則等に職員の種類とそれぞれに適用される規程又は要領等を規定し，出資団体における

職員の全体像を明らかにすべきと考える。 

 

 非常勤者の要職への任用 (５)

【意見】 

 出資団体が指定管理者に選定されている県立歴史館の館長は,平成20年６月に任用され現在に

至っている。館長は,任用前まで出資団体の理事長の職にあった者で県退職者であり,週１日勤務

の嘱託員として勤務している。 

 同様に,出資団体が指定管理者に選定されている鹿行生涯学習センター・女性プラザの所長兼館

長も平成21年４月に任用され現在に至っているが,県退職者であり,週３日勤務の嘱託員である。 

 館長等は受託施設の長として理事長の権限に属する事務の重要な一部を遂行し,かつ,所属職員

を指揮監督すべき立場にある。 

 このような重責を担う役職に非常勤者を任用することは適切ではなく,常勤者を任用すること

が望ましいと考える。 
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 任用期間の定めのない嘱託員 (６)

【指摘】 

 （５）に記載した県立歴史館の館長及び鹿行生涯学習センター・女性プラザの所長兼館長の勤

務条件や報酬月額について,改正前の財団法人茨城県教育財団嘱託員設置要項第８条に基づく勤

務時間等通知書による本人への通知が行われていない。 

 また改正前の要項第５条は,任用期間を定めることができると規定しているのみであり,両名と

も任用期間は特に定められていない。 

 出資団体の説明によると,事実上は５年を超えて任用しないという不文律があるとのことであ

るが,任用期間の定めがないということは,定年制度がない嘱託員にあっては,少なくとも制度上

は無期雇用の状態である。 

 改正後の嘱託員設置要項第３条４項においては,嘱託員としての継続した採用期間は原則とし

て３年を限度とすると規定されているため,これを参考に本人の合意を得たうえで期限を定める

ことを検討すべきである。 

 また,これに合わせて,勤務時間等通知書による本人への通知を行うべきである。 

 

 引き続き任用が予定される者への退職手当の支給 (７)

【意見】 

 出資団体は主として埋蔵文化財発掘調査事業に従事する職員として「臨時的任用職員」を任用

している。職員の臨時的任用実施要項第３条第４項によると臨時的任用職員の任期は毎年度３月

27日までとされており,同じ職員が引き続き勤務する場合であっても出資団体が改めて任用する

制度となっている。このため出資団体は,引き続き勤務する臨時的任用職員に対しても,勤務年数

１年未満の自己都合退職に準じて給料の0.6月分を退職手当として支給している（同実施要項第

８条）。 

 この結果,平成19年度から平成23年度の直近５年間では,５年間すべて退職手当を受給した者

が２名,４年間受給した者が３名存在した。 

 出資団体の説明によると，期間雇用者である臨時的任用職員に退職金を支給しているのは，で

きるだけ期限の定めのない一般の職員に近い雇用条件を整備して適切な人材を確保する目的があ

るとのことであったが，期間雇用者に対しては退職金を支給しないことが一般的である。 

 引き続き任用が予定される者については,基本給のベース・アップ等による退職手当の廃止や雇

用形態の見直しなどを検討すべきと考える。 
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 常勤役員の報酬の正当性 (８)

【指摘】 

 出資団体は,役員及び評議員の報酬等及び費用弁償に関する規程を設け,同規程第５条第１項に

おいて常勤役員の報酬は評議員会で定める旨を規定している。 

 しかし常勤役員の報酬については,県教育委員会との協議は行っているものの,往査した平成

24年11月現在では評議員会での決議はなされていなかった。 

 出資団体は,平成 24年４月１日に公益財団法人へ移行しており,その際に規程等を新設又は変

更したことによる手続き上の不備と考えられるが,適正な手続きを経ることなく常勤役員に報酬

を支給している状況にあることから,速やかに評議員会で決議し支給の正当性を確保すべきであ

る。 

 

 退職手当に係る源泉所得税の計算誤り (９)

【指摘】 

 平成23年度において,出資団体は５名の常勤職員に対して118,147千円の退職手当を支給して

いる。退職手当支給計算書等により法令及び各種規程への準拠性を検証した結果,１件について源

泉所得税の計算誤りが判明した。具体的には406千円徴収すべきところ319千円しか徴収してい

なかった。徴収不足額87千円については退職者より返還を受けるとのことである。 

 出資団体では今後も多額の退職金支給が見込まれることから,以後は計算誤りの生じないよう

検証体制を強化する必要がある。 

 

 異動届出書の提出もれ (１０)

【指摘】 

 出資団体は平成24年４月１日に公益財団法人に移行している。特例民法法人で収益事業を行っ

ていたものが,公益認定を受けて公益財団法人となった場合は,公益認定を受けた日以後速やかに

名称の変更及び法人区分の変更を記載した異動届出書を所轄税務署に提出するものとされている。 

 しかし,往査した平成24年11月現在で異動届出書は提出されていなかった。 

 出資団体は速やかに異動届出書を提出する必要がある。 
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 指定管理者に選定されなかった施設の調査研究 (１１)

【意見】 

 出資団体は指定管理者として水戸生涯学習センター及び鹿行生涯学習センターの管理運営を行

っている。以前は県南生涯学習センター及び県西生涯学習センターの管理運営も出資団体が行っ

ていたが,選定委員会による選考の結果,これらの施設は平成 23年度から新たな指定管理者のも

とで管理運営されることとなった。 

 ここで,新たな指定管理者がどのような事業を行っているか,どのような料金体系を採用してい

るかといったいわゆる同業他社の調査研究は引き続き指定管理を遂行していくうえで非常に有益

なものであると考えられる。 

 しかし,出資団体が指定管理者から外れた施設に関して行っているのは視察のみとのことであ

った。 

 同業他社の優れている点は出資団体の事業にも反映させ県民サービスの向上を図るべきであり,

定期的に同業他社の情報収集,出資団体の事業内容との比較分析,会議での検討等を行っていく必

要があると考える。 

 

 個人情報保護体制の監査の記録 (１２)

【意見】 

 出資団体では,本部が各施設の個人情報保護体制を監査し,その結果を「個人情報に関する監査

チェックリスト」に記載している。 

 本部の個人情報保護体制については,事務局次長兼総務課長が監査を実施したとのことであっ

たが,その結果は記録されていなかった。 

 本部についても各施設と同様に監査の結果を文書として記録すべきである。 

 

 指定管理者による公の施設の管理運営状況の評価 (１３)

【意見】 

 指定管理者による公の施設の管理運営状況の一環として，「管理運営状況の評価」が実施されて

いるが,出資団体による自己評価結果と施設の所管課である生涯学習課による検証評価結果がす

べて同一であった。 

 この点につき生涯学習課に確認したところ，例えば，出資団体による自己評価したＡランクが

高すぎると考えられる項目については，結果的に，所管課の検証評価結果であるＢランクに自己

評価を修正するよう指導したため，評価結果はすべて同一になっているとのことであった。 

 出資団体による自己評価と所管課による検証評価はそれぞれが独自に実施してその結果をその

まま明らかにすることにこそ意味があるものと考えられる。 

 平成24年度以後は出資団体の評価をそのまま掲載し，出資団体と所管課の評価が異なる項目に

ついては，出資団体及び所管課が意見を述べる方式に変更することを検討すべきである。 
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４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体が過年度において包括外部監査の対象となった年度及びそのテーマは次のとおりであ

る。 

年度 テーマ 

平成17年度 教育委員会所管関連団体に対する出資，出捐及び補助金等について 

平成20年度 指定管理者制度の運用状況について 

 

 過年度の包括外部監査の指摘に対して，下記の事項を除き現在までに措置されていない事項は

ない。 

（平成17年度） 

過去の包括外部監査における 

指摘事項の概要 
公表されている措置等の内容 監査の結果 

（青少年教育施設での教育財

団直営食堂事業におけるコス

ト計算について） 

 食事提供については，ほぼ人

件費相当額が原価割れを起こ

している。 

 外部委託による人件費負担

の転嫁・教育財団における厨房

技術職員の人数又は人件費の

削減・利用者からの食事料徴収

額の値上げ等幾つかの方策を

総合的に措置すべきである。 

 臨時職員の配置等での対応

などにより，人件費の削減に努

めるとともに，業務の外部委託

を含めて検討していく。 

未措置の状況である。 

ただし,西山研修所は平成 24

年度末をもって県立施設とし

ては廃止され,常陸太田市に

移管することが決定されてい

る。 

（人材派遣の見直しと教育財

団のあり方の再検討） 

 教育委員会はこれまでのよ

うな県から教育財団への人材

派遣の見直し，さらには教育財

団そのもののあり方を再検討

すべきである。 

 教育財団は指定管理者を目

指して一般事業者と競争する

のではなく，独自の立場から県

民の生涯教育，青少年教育を推

進する組織に替わるべきであ

る。 

 派遣職員の取り扱いを含め，

今後の教育財団のあり方を，県

及び教育財団で協議・検討して

いく。 

未措置の状況である。 
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（平成20年度） 

過去の包括外部監査における 

指摘事項の概要 
公表されている措置等の内容 監査の結果 

（非公募の指定管理施設） 

 指定管理者制度に移行する

際，公募とするか非公募とする

かが検討されているが（原則は

公募），所管部の判断ではなく

県全体の基準を明確にして，そ

れに基づく判定をすべきであ

る。 

 全部ではなく一部の分離発

注も検討すべきである。 

（茨城県立歴史館） 

 公募・非公募については,県

全体の基準の検討結果を踏ま

えて判断する。 

 また,分離発注については,

公募・非公募の判断と併せて検

討する。 

未措置の状況である。 

（青少年教育施設の利用料金） 

 利用者の属性及び利用目的

によって区分することを検討

すべきである。 

 教育目的の利用と民間会社

等の利用，さらに他県民の利用

など利用目的及び利用者の属

性による料金の区分について

は，他県の料金設定状況等を参

考として，次期指定管理までに

検討し対応する。 

未措置の状況である。 

 

 また，指摘事項に基づく措置等に記載されている内容と異なる事実は，監査の過程では発見さ

れなかった。 
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XVII 公益財団法人 茨城県体育協会 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 
茨城県水戸市見和１丁目356番地の２ 

茨城県水戸生涯学習センター分館内 

② 設立根拠 

財団法人   旧民法第34条 

公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び 

       公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 

       法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

       第44条 

③ 設立目的 
体育・スポーツを振興して県民の体力向上を図り,スポーツ精神を 

涵養し,もって社会文化の向上発展に寄与することを目的とする。 

④ 事業内容 

（１）国民体育大会に関すること。 

（２）競技力の向上に関すること。 

（３）スポーツ少年団に関すること。 

（４）加盟団体に関すること。 

（５）生涯スポーツの振興に関すること。 

（６）体育・スポーツに関する調査研究,啓発,広報並びに表彰に 

   関すること。 

（７）施設の貸与に関すること。 

（８）その他この法人の目的を達成するために必要な事業に関する 

   こと。 

⑤ 所管部課 茨城県教育庁保健体育課 

⑥ 出資状況 

 

出資者名 出資額 出資比率 

茨城県 35,234千円 50.9％ 

日本体育協会 9,198千円 13.3％ 

その他（5個人,36団体） 24,850千円 35.8％ 

合計 69,282千円 100.0％ 
 

⑦ 
設立年月日 

沿革 

昭和45年４月６日 財団法人茨城県体育協会として設立 

平成24年４月１日 公益財団法人茨城県体育協会となる 

⑧ 
公益認定・認可 

手続きの状況 
上記のとおり平成24年４月１日に公益財団法人に移行している。 

⑨ 組織機構  

   次葉参照 
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  体育協会事務局・本部 　専門委員会

　（6+5）人＋嘱託（3）

（4）

 (専務理事兼務）

（2）＋（5）

　堀原運動公園管理事務所 　笠松運動公園管理事務所

　（4）人＋嘱託（６） 　（８）人＋嘱託（６）

（嘱託） （１）
利用サービス課

（４）

所　長

管　理　課

（３）

公益財団法人 茨城県体育協会 組織図

指　導　者　協　議　会

（１）

（３）

管　理　課

利用サービス課

総務課

事業課

評　議　員　会

評議員（99）

事務局長

所　長

  市町村 体育協会（44）

  県高等学校体育連盟（1）

  県中学校体育連盟（1）

[ 平成 ２４ 年 ６ 月 １３ 日 ]

  競   技   団   体（50）

理　　事　　会

　会　長（1）・副会長（3）

　専務理事（1）・常務理事（7）

　理　事（20）・監　事（2）

　名誉会長（1）・顧　問（4）

・総務

・財務

・普及

・競技力向上

・スポーツ医・科学

選

手

強

化

本

部

　・スポーツ交流

　・上級リーダー

　・普及・広報

実

行

委

員

会

県

民

総

体

兼

国

体

県

大

会

県

ス

ポ

ー

ツ

少

年

団

　委員総会

　常任委員会

　専門委員会
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 出資団体の本部等の写真 (２)

指定管理対象施設（笠松運動公園） 指定管理対象施設（堀原運動公園） 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移(３)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

県
財
政
関
与
状
況

251,735 187,217 167,587

587,308 569,094 419,204

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

839,043 756,311 586,791

314,039 287,751 208,768

0 0 0

91,653 78,908 112,880

0 0 0

69,282 69,282 69,282

81,562 88,916 113,498

160,092 169,758 196,651

177,538 164,788

156,650 147,788 170,030

160,092 169,758 196,651

64,997 68,880 57,150

資
産
・
負
債
・
純
資
産

316,742 317,546 366,681

142,273 140,008 201,893

0 0 0

0 0 0

正
味
財
産
増
減
計
算
書

1,093,690 1,058,014 684,350

1,093,690 1,058,014 684,350

212 197 189

174,469

4,898 9,666 26,893

0 0 0

277,404 225,407 133,665

0 228 86

141,797 86,948 44,797

8,591 8,486 7,262

1,088,792 1,048,120 657,371

946,995 961,172 612,574

0 0 0

1,088,792 1,048,348 657,457

849,378 821,028 594,749

46,135 50,600 43,588

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

197,965 186,189 45,824
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 出資団体の主な経営指標の推移 (４)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

611

平成21年度

80.1% 75.1% 91.6%

平成22年度

20.6%

37.4%

186.6%

3.1% 5.7% 13.7%

345.3% 333.2%

－

53.5% 53.6%

178.9%

50.5%

－ －

155.2% 177.4%

35.6%

平成23年度

13.5% 8.6% 7.0%

100.4% 100.9% 104.1%

22.1%

2,414 2,243

26.1%

38.0%

－ － －

74.2%

25.0% 16.7%

74.2% 67.7%

－ － －

－ － －

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

47.8% 42.6% 57.8%

62.5%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等 (５)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤理事 29 3 0 32 29 2 1 32 28 1 2 31

　理事　計 29 3 1 33 29 2 2 33 28 1 3 32

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

　監事　計 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

　計 29 3 3 35 29 2 4 35 28 1 5 34

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1

一般職 4 21 0 25 4 20 0 24 4 13 0 17

嘱託・臨時職員等 19 0 0 19 21 0 0 21 22 0 1 23

　計 23 24 0 47 25 23 0 48 26 14 1 41

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 1

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

0 0 0

職
員

4,836千円 4,044千円 2,635千円

支給額 支給額 支給額

0 0 16,080千円

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

7,628千円 7,524千円 6,400千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金の交付を受けている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 補助金 

教育庁保健体育課 県体育協会育成費(県単) 県体育協会育成に係る補助 38,977千円 

教育庁保健体育課 競技力向上費(県単) 競技力向上に係る補助 44,567千円 

教育庁保健体育課 国民体育大会費(県単) 国民体育大会派遣費に係る補助 74,138千円 

教育庁保健体育課 
いばらきグローアップ強

化支援費(県単) 

中学指定校の競技力向上に係る

補助 
9,905千円 

計  167,587千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 委託料 

教育庁保健体育課 
県民総体兼国体茨城県大

会費 

県民総体兼国体茨城県大会の開

催に係る委託 
4,622千円 

教育庁保健体育課 運動公園管理委託料 
堀原・笠松運動公園の管理運営に

係る委託 
404,625千円 

教育庁保健体育課 
スポーツ少年団スポーツ

大会費 

スポーツ少年団スポーツ大会の

開催に係る委託 
714千円 

教育庁保健体育課 
関東ブロック大会開催関

連業務費 

関東ﾌ゙ﾛｯｸ大会開催関連業務に係

る委託 
7,436千円 

教育庁保健体育課 
第74回国体開催準備業

務費 

第74回国体開催準備業務に係る

委託 
1,807千円 

計  419,204千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,以下の公の施設の指定管理者に選定されている。 

施設名 公募・

非公募 

応募団

体数 

開始年月 指定期間 所管課 指定管理料 

笠松運動公園 公募 １ 平成23年4月 5年 保健体育課 279,055千円 

堀原運動公園 公募 ２ 平成23年4月 5年 保健体育課 125,570千円 

計 404,625千円 
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 出資団体に対する貸付金 (４)

平成23年度末において貸付金はない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

平成23年度末において債務保証及び損失補償はない。 
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３ 指摘又は意見 

 事業別収支管理,事業別予実管理 (１)

出資団体は,普及事業,指導者育成事業,スポーツ少年団育成事業,総合型地域スポーツクラブ育

成事業,競技力向上事業,県民総合体育大会事業,県民駅伝競走大会事業,国民体育大会事業,表彰

事業等様々な事業を実施している。これに関し,事業毎に収支実績の紐付けが行われていない。ま

た,事業別に予算または計画と実績の比較分析が行われていない。この結果,県としても,補助金及

び委託料の使途のモニタリングが困難な状況である。 

【意見】 

事業別収支管理及び事業別予実管理を行うことで出資団体の事業構造を明瞭化することが望ま

れる。 

 

 理事会,評議員会の本人出席率 (２)

【意見】 

理事会へ理事の出席率及び監事の本人出席率が低い。平成21年度から23年度平均本人出席率

は理事72％,監事39％である。また,評議員会平均本人出席率も50％と低い。 

活発な議論を機動的に実施できる態勢を構築すべきである。 

 

 県派遣職員及び駐在員 (３)

県ホームページで公表されている経営評価書（平成 23年７月１日現在）においては,平成 22

年度から平成23年度までの１年間で県派遣職員が23名から14名へ９名減少しているが,実質的

に減少したのは５名であり,職務内容に大きな変更は生じていない。 

【意見】 

職務内容に大きな変更は生じていない状態で派遣職員が駐在員になることは,実態的な派遣職

員の削減につながらない。出資団体の自立性,自主性の観点から,派遣職員及び駐在員の必要性を

再検討すべきである。 

 

 県財源に依存した人的体制と自律的体制への方向性 (４)

出資団体職員に占める県派遣職員及び駐在職員の割合が高いため,出資団体にとっては実態よ

りも人件費支出の少ない体制となっている。これは当出資団体に派遣されている県職員の給与に

ついては,給料・期末手当等（実績給以外）は県が負担し,時間外勤務手当等（実績給）について

は派遣先団体が負担する取り決めを行っているからである。 

このように県財源に依存した人的体制の下,プロパー職員の活用も含めた多様な人材の活用を

する計画はない。 

【意見】 

確かに外部人材を活用する場合には,新たな支出が発生するが,出資団体の活性化のためには県

依存体制から自律的体制への移行を計画的に進めていく必要がある。 
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 県準拠の給与体系 (５)

【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 諸規程類の見直し (６)

財団法人当時の規程類については整備されているが,公益認定後の改定は完了していない。 

【指摘】 

早期の改定が望まれる。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (７)

 【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

 中長期経営計画 (８)

 （財）茨城県体育協会中期運営計画（平成21年度～平成25年度）が策定されているが,それは

財務数値を含めたものではない。 

【指摘】 

財務数値を含めた中長期経営計画を策定すべきである。 

 

 財政調整積立金 (９)

流動比率が非常に高く財務健全性に問題はないが,十分な流動性が確保されている上に平成 19

年度までに積み立てた財政調整積立金34,802千円が存在する。これらは定期預金で運用されてい

る。 

 

 

【意見】 

出資団体からは,指定管理事業に伴う損失が発生した場合の準備金的性格との説明を受けたが,
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過剰な積立と考えられ,県への返還を検討すべきである。 

 

 資金運用 (１０)

出資団体の資金運用については規程が存在せず,財務委員会を開催してその方針を決定してい

る。財務委員会の開催頻度は年間１回ないし２回である。 

【意見】 

平成23年度の運用方針が決定されたのは８月開催の委員会であり,運用方針の決定時期として

は遅い。 

資金運用に関する規程を整備すべきであり,また,財務委員会を機動的に開催できる体制にすべ

きである。 

 

 指定管理者候補者選定委員会議事録の未作成 (１１)

出資団体は,笠松運動公園及び堀原運動公園について平成18年度から５年間及び平成23年度か

ら５年間の指定管理を受けている。 

【指摘】 

県保健体育課は指定管理者候補者選定にあたり選定委員会を開催しているが,その議事録が作

成されていない。 

選定委員会の議事内容は選定過程の重要な部分であり議事録で明らかにしておく必要がある。 

 

 指定管理者選定における１者応募の問題 (１２)

 笠原運動公園の指定管理者の選定にあたり,公募方式を採用しているものの,応募者が当出資団

体１者のみである。現在２期目の指定期間であるが,１期目,２期目いずれの応募者についても当

出資団体１者のみである。 

【意見】 

１者の応募では,必ずしも競争原理が働かず,公募の意図する意味が薄められてしまう。県は１

者となった理由の調査,検討を行い,今後の指定管理者の募集方法や損益構造等の見直しに生かし

ていくことが必要と考える。 
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 指定管理事業の計画実績比較分析 (１３)

【意見】 

出資団体は,指定管理事業についての計画と実績の比較分析を実施していない。震災後の23年

度は特に計画と実績の乖離幅が大きく,比較分析が重要であったが実施されていない。また,県保

健体育課も同様に実施していない。 

指定管理者として計画実績の比較分析を実施すべきであり,県保健体育課もそのモニタリング

及び評価を行い,指定管理料の妥当性について事後検証すべきである。 

 

 起案文書の作成漏れ (１４)

平成24年３月12日付で平成23年度笠松運動公園の管理に関する年度協定書の一部を変更する

協定書が出資団体と県との間で締結されている。協定書の内容は指定管理料の変更に関するもの

である。 

【指摘】 

出資団体側で起案文書が作成されていない。重要な内容の協定書であり,起案文書を作成してし

かるべき決裁を受ける必要がある。 
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４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

  出資団体が過年度において包括外部監査の対象となった年度及びそのテーマは次のとおりで

ある。 

年度 テーマ 

平成17年度 教育委員会所管関連団体に対する出資,出捐及び補助金等について 

 

 過年度の包括外部監査の指摘に対して,下記の事項を除き現在までに措置されていない事項は

ない。 

 

過去の包括外部監査における指

摘事項の概要 

公表されている措置等の内容 監査の結果 

（効率的な事業の執行） 

県職員の固定的・継続的な派

遣と併せて,常勤役員のあり方

についても再検討し,効率的な

事業の執行がなされるよう努め

ていくべきである。 

体育協会への県の人的・財政的関与

の必要性を再検証したうえで, より

効率的な事業の執行について検討し

ていく｡ 

未措置の状況である。 

（派遣職員の人事も含めた体育

協会のあり方の見直し） 

 県は派遣職員の人事も含め体

育協会のあり方を見直すべきで

ある。 

体育協会への県の人的・財政的関与

の必要性を再検証したうえで, 今後

の体育協会の事業等について, 体育

協会と協議検討していく｡ 

未措置の状況である。 
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第６ 往査しなかった出資団体 

I 鹿島臨海鉄道 株式会社 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県東茨城郡大洗町桜道301 

② 設立目的 

鹿島臨海工業地帯の生産品及び原料の輸送を主たる目標として,日本

国有鉄道,茨城県及び進出企業の共同出資により,昭和４４年４月１日に

設立した。 

 その後,かねて建設中の国鉄鹿島線水戸駅～北鹿島駅間を国鉄(現ＪＲ

東日本)に代わって,当社が経営することになり,昭和６０年３月１４日

から大洗鹿島線として旅客営業を開始した。 

③ 事業内容 
・旅客運輸事業 

・貨物運輸事業 

④ 所管部課 企画部 企画課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

  

（単位：千円）

売上高

売上原価

　売上総利益

販売費及び一般管理費

(うち役員人件費)

(うち職員人件費)

　営業損益金額

営業外収益

営業外費用

　経常損益金額

特別利益

特別損失

法人税等

　当期純損益金額

繰越利益剰余金

資産

流動資産

固定資産

繰延資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

純資産

出資額

利益剰余金

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

1,166,572 939,863

1,119,198 1,129,709 985,241

108,803

42,443 35,048 35,314

36,863 △ 45,378

694,758 717,382 608,564

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

145,336 143,855 122,958

損
益
の
状
況

1,228,001

408,250 1,007,823

2,426 2,277 2,132

8,766 △ 68,728 △ 126,685

△ 36,533 △ 106,992 △ 168,336

47,725 40,541 43,783

貸
借
対
照
表

4,925,474 4,669,540 5,162,613

884,550 669,886 2,373,723

4,040,924 3,999,654 2,788,890

0 0 0

1,440,882 1,642,772 2,089,955

918,055 910,835 815,699

99,441 △ 378,241 △ 309,741

3,680 3,104 △ 1,060

△ 26,588 △ 477,682 68,500

15,443 2,400 1,201,948

47,117

0

0 0 0

522,827 731,937 1,274,256

0 0 0

1,226,000 1,226,000 1,226,000

2,258,592 1,800,768 1,846,658

3,484,592 3,026,768 3,072,658

県
財
政
関
与
状
況

0 0 931,730

0 0 3,570

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 935,300

0 0
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷(売上高+営業外収益+特別利益)

経常収支比率

・(売上高+営業外収益)÷(売上原価+販管費+営業外費用)

販売管理費率

・販売費及び一般管理費÷売上高

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷売上高

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・売上高÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・当期純損益金額÷純資産

総資産回転率

・売上高÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・純資産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+純資産)

取締役等一人当たり退任慰労金

・取締役等支給退任慰労金合計÷支払人数 千円 千円 千円

監査役等一人当たり退任慰労金

・監査役等支給退任慰労金合計÷支払人数 千円 千円 千円

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数 千円 千円 千円

取締役会等取締役出席率(※)

・(取締役会等出席取締役)÷(参加可能取締役数)

取締役会等監査役出席率(※)

・(取締役会等出席監査役)÷(参加可能監査役数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会出席評議員)÷(参加可能評議員数)

6,572

平成21年度

0.0% 0.0% 42.8%

平成22年度

68.5%

－

18.2%

△0.8% △15.8% 2.2%

24.9% 25.0%

－

64.8% 59.5%

186.3%

70.7%

－ －

169.2% 91.5%

－

平成23年度

11.8% 12.3% 13.1%

100.7% 94.6% 88.6%

64.5%

8,411 8,215

60.0%

－

1,408 905 725

61.2%

73.3% 83.3%

71.1% 62.5%

6,750 6,951 540

1,800 － 1,050

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

－ － －

80.0%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤取締役 5 0 2 7 5 0 2 7 4 0 2 6

非常勤取締役 9 2 0 11 9 2 0 11 9 2 0 11

　取締役　計 14 2 2 18 14 2 2 18 13 2 2 17

常勤監査役 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

非常勤監査役 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2

　監査役　計 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3

　計 16 3 2 21 16 3 2 21 15 3 2 20

有給取締役平均報酬(年額)

有給監査役平均報酬(年額)

人数 人数 人数

取締役退任慰労金合計 1 2 1

監査役退任慰労金合計 1 0 1

管理職 11 1 0 12 11 1 0 12 13 1 0 14

一般職 91 0 0 91 90 0 0 90 87 0 0 87

嘱託・臨時職員等 22 0 0 22 19 0 0 19 22 0 0 22

　計 124 1 0125120 1 0121122 1 0123

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 4 7 10

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

4,539千円 3,659千円 4,223千円

4,282千円 4,200千円 4,200千円

支給額 支給額 支給額

6,750 13,902 540

1,800 0 1,050

職
員

4,640千円 4,818千円 3,992千円

支給額 支給額 支給額

5,630 6,335千円 7,247千円
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金の交付を受けている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 補助金 

企画課 

茨城県東日本大震災鉄道

施設災害復旧事業費補助

金 

鉄道施設の復旧費用に対する補

助 
931,730千円 

計  931,730千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 委託料 

企画課 
鹿島臨海鉄道復興・沿線

活性化事業 

鹿島臨海鉄道復興・沿線活性化事

業に係る委託 
3,570千円 

計  3,570千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 遊休土地の存在 (１)

【意見】 

平成24年３月末において下記の遊休土地が２カ所存在している。 

所在地 鹿島市平井押堀 神栖市息栖大塚前 

面積 1,776㎡ 2,422㎡ 

取得理由 開業当時の用地買収に伴う交換

土地 

廃止した社宅跡地 

遊休状態で保有しているということは，収益を生まない状態であるということであり，売却も

しくは有効活用の検討をするべきである。 

 

 コンプライアンス規程等 (２)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (３)

【指摘】 

所管課は出資法人等に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある

（出資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資法人等の監事は,少なくとも半年に１回以

上内部監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とさ

れていることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末

の監査報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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II 財団法人 グリーンふるさと振興機構 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

所在地 常陸太田市山下町949番9 

② 設立目的 

グリーンふるさと圏における地場産業の振興及び都市との交流の重点的

な推進並びに圏域の振興に係る総合的な取組の企画立案及び調整を図る

ことを通じて,地域住民,民間企業その他の多様な主体の活動及び連携・

協働を促進し,もって自立的で個性豊かなグリーンふるさと圏の形成に

資することを目的とする 

③ 事業内容 

・地域が主体となった多様な交流の推進事業 

・特色を活かした里山文化の発信事業 

・新たな里山文化の創造事業 

・自立した地域づくりと相互の連携事業 

④ 所管部課 企画部 地域計画課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

県
財
政
関
与
状
況

63,666 49,566 26,278

16,058 19,158 19,252

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

79,724 68,724 45,530

0 0 0

0 0 0

10,905 15,103 8,259

0 0 0

0 0 0

33,323 32,509 31,649

982,323 965,509 958,649

939,903 933,677

13,105 17,303 10,459

982,323 965,509 958,649

2,200 2,200 2,200

資
産
・
負
債
・
純
資
産

995,428 982,812 969,108

39,380 42,909 35,431

10,000 16,000 6,000

△ 10,000 △ 16,000 △ 6,000

正
味
財
産
増
減
計
算
書

124,988 120,683 89,288

114,988 104,683 83,288

15,616 15,431 15,317

956,048

△ 127 △ 814 △ 860

0 0 0

31,534 21,758 11,818

0 0 148

18,380 18,309 14,612

7,693 7,736 4,977

125,115 121,497 90,000

106,735 103,188 75,388

10,000 16,000 6,000

125,115 121,497 90,148

85,906 76,368 50,715

4,074 2,141 1,747

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

9,392 10,743 15,509
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収益÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含まない。

平成21年度

69.3% 65.6% 54.7%

8.6%

0.0% △ 0.1% △ 0.1%

11.6%

－

98.2% 98.9%

428.9%

98.7%

596

平成22年度

20.2%

－ － －

平成23年度

16.0% 17.5% 17.5%

92.5%

38.5% 46.2%

91.9% 86.2%

34.1%

361.1% 284.1%

28.2%

10.7%

347 383

－ －

53.8% 76.9% 50.0%

0.0%

－ － －

－ － －

－ － －

29.2%

25.0% 50.0%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

非常勤理事 10 1 1 12 10 1 1 12 10 1 0 11

　理事　計 11 1 1 13 11 1 1 13 11 1 0 12

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監事　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 13 1 1 15 13 1 1 15 13 1 0 14

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2

一般職 7 2 0 9 8 2 0 10 7 2 0 9

嘱託・臨時職員等 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

　計 9 3 0 12 10 3 0 13 9 3 0 12

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

※２該当者が1人の場合個人情報に該当するため非公開とする

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

※２ ※２ ※２

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

2,854千円 1,783千円 1,114千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

県担当課 事業名 事業の概要 補助金額 

地域計画課 グリーンふるさと振興機構運

営費補助 

人件費,管理費,事業費に係る補助 21,278千円 

地域計画課 いばらき遊芸の里事業費補助 教育旅行等推進事業に係る補助 5,000千円 

計 26,278千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

県担当課 事業名 事業の概要 委託金額 

地域計画課 いばらきさとやま生活支援員

等設置事業 

いばらきさとやま生活の総合案

内,相談業務等支援員等の設置に

係る委託 

19,252千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (１)

【指摘】 

所管課は出資法人等に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある

（出資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資法人等の監事は,少なくとも半年に１回以

上内部監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とさ

れていることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末

の監査報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 基本財産の使用方策 (２)

【意見】 

出資団体は平成 24年３月 31日現在,基本財産を 927,000千円（定期預金 27,000千円 茨城県

債 900,000千円）を有している。 

現在の中期計画によると，平成23年度から５年間で基本財産を取崩しながら運営していくと

の事だが，出資団体は平成27年度末を目途に廃止する予定であり，廃止時点でも未だ多額の基

本財産が残る見込みであることから，平成28年度以降の基本財産の使用方策についても，明ら

かにしておくべきである。 

    また，基本財産を引き継ぐ新たな組織は，多額の財産を長期に渡って保有することとなるの

で，その保全には，所管課も特に意を尽くしてモニタリングしていく必要がある。 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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III 財団法人 茨城県科学技術振興財団 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 水戸市笠原町978番地6 茨城県企画部科学技術振興課内 

② 設立目的 

本県における科学技術の基礎的・創造的な研究開発の推進及び研究体制

の強化を促進し,もって県内の科学技術の振興に寄与するとともに,県内

産業の高度化を推進すること 

③ 事業内容 

・つくば国際会議場管理運営等事業 

・科学技術振興事業 

・研究開発奨励事業 

・つくばサイエンス・アカデミー事業 

④ 所管部課 企画部 科学技術振興課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

283,048 310,927 261,374

21,567 5,019 4,458

411,053 529,603 362,429

52,153 181,505 65,248

32,463 30,403 29,867

314 654 1,268

17,866 17,785 10,556

377,624 524,603 362,429

377,310 523,949 361,161

△ 21,203 △ 1,130 △ 891

157,296 0 0

94,690 89,252 78,950

33,429 5,000 0

資
産
・
負
債
・
純
資
産

727,927 620,294 584,226

99,848 133,981 128,949

1,380 138,316 17,600

155,916 △ 138,316 △ 17,600

正
味
財
産
増
減
計
算
書

389,850 528,473 361,538

368,283 523,454 357,080

619 619 591

628,079 486,313 455,277

35,883 67,696 50,119

692,044 552,598 534,107

0 0 0

0

0 0 0

35,883 67,696 50,119

0 0 0

0 0 0

692,044 552,598 534,107

692,044 552,598 534,107

県
財
政
関
与
状
況

22,442 145,533 25,843

25,024 31,012 26,969

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

47,466 176,545 52,812

0 0
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収益÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含まない。

平成21年度

12.9% 33.7% 14.8%

61.1%

△ 3.0% △ 0.2% △ 0.1%

50.6%

－

89.0% 91.4%

257.3%

95.0%

6,701

平成22年度

25.1%

－ － －

平成23年度

0.1% 0.1% 0.4%

98.5%

36.1% 41.7%

97.5% 99.8%

30.6%

278.3% 197.9%

20.4%

84.4%

7,448 8,182

－ －

17.9% 7.7% 26.9%

50.0%

－ － －

－ － －

－ － －

50.0%

66.7% 25.0%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

非常勤理事 9 2 0 11 9 2 0 11 8 2 0 10

　理事　計 9 3 0 12 9 3 0 12 8 3 0 11

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監事　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 11 3 0 14 11 3 0 14 10 3 0 13

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 3 1 4 0 3 0 3 1 2 1 4

一般職 4 2 0 6 4 2 0 6 1 1 0 2

嘱託・臨時職員等 14 0 0 14 15 0 0 15 20 0 0 20

　計 18 5 1 24 19 5 0 24 22 3 1 26

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

※２該当者が1人の場合個人情報に該当するため非公開とする

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

※２ ※２ ※２

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

3,945千円 3,719千円 3,037千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

県担当課 事業名 事業の概要 補助金額 

科学技術振興課 茨城県科学技術振興財団事業

費 

科学技術交流支援事業人件費

及び顕彰事業の補助 

8,243千円 

科学技術振興課 生活支援ロボット研究開発事

業 

生活支援ロボット研究開発推

進事業運営費に係る補助 

17,600千円 

計 25,843千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

県担当課 事業名 事業の概要 委託金額 

科学技術振興課 つくばサイエンスツアー推進

事業 

つくばサイエンスツアー推進

事業に係る委託 

15,244千円 

科学技術振興課 ライフ・イノベーション関連展

開可能性調査事業 

ライフ・イノベーション関連

展開可能性調査事業に係る委

託 

11,725千円 

計 26,969千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 施設名 公募・

非公募 

応募団

体数 

開始年月 指定

期間 

所管課 指定管理料 

つくば国際会議場 公募 １ 平成23年4月 ５年 つくば地域振興課 71,665千円 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 指定管理事業の計画実績比較分析について (１)

出資団体並びにＪＶ（つくばコングレスセンター）は,指定管理事業についての計画と実績の比

較分析が不十分である。 

平成 23年度の駐車券販売収入および支出について計画には全く含まれていない一方で実績に

含まれている（11,094,797円）。なお21年度,22年度は計画及び実績に含まれている（平成21

年度計画9,450,000円,実績7,355,136円,22年度計画10,500,000円,実績7,089,971円））。平成

23年度の収支計画で駐車券販売収入および支出の概算値を計上することは可能であったはずで

ある。 

【意見】 

指定管理者として実態に即した収支計画書を作成すべきであり,適切な収支計画書に基づき計

画実績の比較分析を実施する必要がある。他方,施設所管課（県つくば地域振興課）もそのモニタ

リングを十分に行う必要がある。 

 

 預金口座数 (２)

預金口座を必要以上に保有している。今回の包括外部監査における確認状の送付の際,出資団体

は１つの銀行支店で届出印の異なる２つの口座を有しているとして２通の確認状を作成・発送し

たが,銀行からは当該名義の口座は１つしか存在しないとして１通分の確認状だけが返信されて

きた。そこでその原因を調査したところ,届出印ではなく口座名義自体が違っている事実が判明し

た。 

【指摘】 

銀行口座名義と銀行届出印は正確に照合できるように管理し,不必要な口座について閉鎖すべ

きである。 

 

 資金運用 (３)

基本財産35,400千円のほか,基金合計418,982千円が存在し,それぞれについて資金運用を行っ

ている。財団は,定期預金や安全性の高い有価証券で運用しているが,運用利回りが低迷している。

そのため,財団は少しでも利率の高い超長期国債（20年,利率2％程度）を中心とした運用を行っ

ている。 

これらの国債は,償還日前に売却可能であるが,売却時に元本割れするリスクがある。すなわち、

資金が長期に亘り固定されるリスクも含めて財団としてリスクを取っている。 

所管課からは「購入前に超長期国債購入という判断に至った経緯や購入後の運用について，理

事会・評議員会で審議しており，運用方針や運用商品のリスク等については，理事会・評議員会

において十分に検討され購入に至っている」という説明を受けたものの、運用方針や運用商品の

リスクについて理事会等で検討された証跡が残っていないために事実確認ができなかった。 

【意見】 

資金運用方針は財団の重要な意思決定の一つであり,運用商品のリスクを理事が認識したうえ
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で資金運用がなされる必要があるとともに理事会等の議事録において検討過程を適切に記載して

おくべきである。 

 

 指定管理 (４)

【意見】 

つくば国際会議場は県の出資団体である科学技術振興財団と民間企業によって構成されたＪＶ

（つくばコングレスセンター）が公募応札により指定管理者となっているが,前回の応募団体は当

該ＪＶだけであることから,次回の指定管理の公募に向け１者応札について改善を図る必要があ

る。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (５)

【指摘】 

所管課は出資法人等に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある

（出資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資法人等の監事は,少なくとも半年に１回以

上内部監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とさ

れていることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末

の監査報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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IV 公益財団法人 茨城県国際交流協会 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 水戸市千波町後川７４５ 

② 設立目的 

この法人は,県民の国際交流・協力活動及び国際理解の促進とともに,多

文化共生の地域づくりを推進することにより,国際感覚豊かな人材の育

成と多様性のある活力にあふれた地域社会の創造に寄与することを目的

とする。 

③ 事業内容 

（１）多文化共生に関する事業 

（２）国際理解に関する事業 

（３）国際交流に関する事業 

（４）国際協力に関する事業 

④ 所管部課 生活環境部 国際課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

県
財
政
関
与
状
況

84,176 67,915 52,583

6,370 3,015 15,283

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90,546 70,930 67,866

2,731 950 874

0 0 0

1,976 12,259 3,120

0 0 0

491,400 491,400 491,400

95,552 84,353 80,738

586,952 575,753 572,138

500,079 504,101

6,267 12,259 3,353

586,952 575,753 572,138

4,291 0 233

資
産
・
負
債
・
純
資
産

593,219 588,012 575,491

88,164 87,933 71,390

0 0 0

0 0 0

正
味
財
産
増
減
計
算
書

264,991 86,034 83,165

264,991 86,034 83,165

8,348 8,348 8,348

505,055

△ 5,964 △ 11,199 △ 3,615

0 0 0

57,775 53,878 36,192

256 685 20

55,818 47,782 39,462

5,244 5,793 5,901

270,699 96,548 86,760

214,881 48,766 47,298

0 0 0

270,955 97,233 86,780

93,705 70,826 55,042

6,052 3,804 4,449

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

156,886 3,056 15,326
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数 千円

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

313

平成21年度

34.2% 82.4% 81.6%

平成22年度

50.6%

3.0%

14.5%

△1.0% △1.9% △0.6%

44.7% 14.6%

－

97.9% 99.4%

2288.1%

98.9%

－ －

4461.7% 717.3%

1.3%

平成23年度

21.1% 55.5% 47.5%

97.9% 89.1% 95.9%

69.4%

3,649 71

23.8%

1.3%

－ 7,267 －

78.3%

25.0% 50.0%

45.7% 91.3%

－ － －

－ － －

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

48.7% 97.4% 86.7%

0.0%



260 

 

 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤理事 21 1 0 22 21 1 0 22 21 1 0 22

　理事　計 21 1 1 23 21 1 1 23 21 1 1 23

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2

　監事　計 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2

　計 21 2 2 25 21 2 2 25 21 2 2 25

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 1 2 0 3 1 2 0 3 1 1 0 2

一般職 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 3

嘱託・臨時職員等 13 0 0 13 13 0 0 13 19 0 0 19

　計 15 3 0 18 15 3 0 18 22 2 0 24

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 1 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

0 0 0

職
員

2,912千円 2,305千円 1,310千円

支給額 支給額 支給額

0 7,267千円 0

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

5,040千円 5,193千円 5,214千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金の交付を受けている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 補助金 

国際課 協会運営費補助金（県単） 協会運営に係る補助 30,158千円 

国際課 
上海事務所事業費補助金

（県単） 
上海事務所運営に係る補助 22,425千円 

計  52,583千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 委託料 

国際課 
在住外国人相談体制強化

事業 
外国人相談事業に係る委託 690千円 

国際課 
外国人医療の言語サポー

ト強化事業 

医療言語サポート事業に係る委

託 
6,921千円 

国際課 
外国人への情報発信等強

化事業 
情報発信等強化事業に係る委託 7,672千円 

計  15,283千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 上海事務所事業費補助金 (１)

【意見】 

県では,出資団体に対して上海事務所事業費補助として平成23年度においては22,424千円の補

助金を支出している。上海においては茨城県自体が海外事務所を設ける事が認められないことか

ら,出資団体において上海事務所を設置し国際交流を図るとともに,県の企業支援や産業拡大を推

進している。 

出資団体の上海事務所は,上記の様に県の企業支援や産業拡大のための性格を有している事か

ら,上海事務所事業費補助について,県の生活環境部国際課がその事業のモニタリングを行う事が

難しい側面を有している。この事から,出資団体への上海事務所事業費補助については,生活環境

部国際課から補助を行うのではなく,県の企業支援,産業拡大について実施するしかるべき所管課

がこれを補助し,適切にモニタリングを行う事が合理的と考えられる。 

 

 県準拠の給与体系 (２)

【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 基本財産 (３)

【意見】 

(公財)茨城県国際交流協会の主な出資者は茨城県（出資比率61.1％）及び県内全市町村（出資

比率20.4％）である。基本財産491,400千円のうち400千円が定期預金で,491,000千円が茨城県

債（年利1.7％）で運用されており,今日の低金利情勢ではかつてのような運用益が期待できない。 

一方,基本財産の一部を返還しても,資金的には問題はないと考えられ,資金の有効活用のため

に返還を検討すべきである。 

 

 監事の理事会本人出席率 (４)

【意見】 

監事の理事会出席率が低い。平成21年度が25.0％,平成22年度が50.0％,平成23年度が0％

である。ガバナンスの点で問題があり,活発な議論を機動的に実施できる態勢を構築すべきである。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (５)

【指摘】 

所管課は出資法人等に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある

（出資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資法人等の監事は,少なくとも半年に１回以

上内部監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とさ
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れていることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末

の監査報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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V 公益財団法人 茨城県消防協会 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 水戸市千波町1918番地 

② 設立目的 

この法人は,郷土愛護の消防精神に支えられた消防防災力の充実強化を

通じて,県民の生命,身体及び財産を火災等から保護すると共に,各種災

害による被害を軽減するために,消防団等の消防施設の充実強化の支援,

消防防災技術の向上,地域連携の強化,消防団員・職員の士気の高揚,消防

防災思想の普及広報活動等を行うことにより,地域社会の健全な発展に

資することを目的とする。 

③ 事業内容 

（１）消防防災思想の啓発普及 

（２）消防職・団員の消防・防災技術の強化と消防団の組織の強化 

（３）消防防災に関する調査研究,指導及び研修 

（４）消防防災関係諸団体の育成,協力及び連携 

（５）消防関係者の表彰及び福祉厚生等 

④ 所管部課 消防安全課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

76.3% 92.3% 80.8%

50.0%

－ － －

－ － －

－ － －

90.6%

66.7% 66.7%

98.4% 95.0%

347 327

134.8%

－ －

平成23年度

45.8% 16.4% 13.8%

102.0% 93.5% 99.9%

131.7%

－

98.9% 98.9%

4623.1%

99.0%

－ －

5094.8% 3719.9%

12.8%

0.3% △1.0% 0.0%

15.6% 14.2%

322

平成21年度

45.1% 43.1% 39.4%

平成22年度

106.1%

－
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤理事 34 0 0 34 30 0 0 30 30 0 0 30

　理事　計 34 0 1 35 30 0 1 31 30 0 1 31

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 3

　監事　計 2 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 3

　計 36 0 1 37 33 0 1 34 33 0 1 34

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般職 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

嘱託・臨時職員等 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

　計 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

6,416千円 6,321千円 6,305千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

9,643千円 6,778千円 3,619千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0



267 

 

 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤理事 34 0 0 34 30 0 0 30 30 0 0 30

　理事　計 34 0 1 35 30 0 1 31 30 0 1 31

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 1 3 3 0 0 3 3 0 0 3

　監事　計 2 0 1 3 3 0 0 3 3 0 0 3

　計 36 0 2 38 33 0 1 34 33 0 1 34

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般職 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

嘱託・臨時職員等 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

　計 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

0 0 0

職
員

9,643千円 6,778千円 3,619千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

6,416千円 6,321千円 6,305千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金の交付を受けている。 

県担当課 事業名 事業の概要 補助金 

消防防災課 消防協会運営費補助金 消防協会の運営に関する

補助金 

13,890千円 

計 13,890千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 委託料 

消防防災課 消防ポンプ操法競技大会事

業委託 

消防ポンプ操法競技 

大会の事業運営委託 

1,379千円 

消防防災課 消防大会事業委託 消防大会の事業運営委託 1,216千円 

消防防災課 退職消防団員報償事業委託 退職消防団員報償事業委託 555千円 

計 3,150千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 運営補助費の算定根拠 (１)

【意見】 

 出資団体は県よりその運営費について補助金を受けている。補助金の交付に当たり,補助対象と

して事業費も対象とされているが,平成 23年度において,出資団体の事業費の支出予定額は

38,049千円であるが,実際に交付された事業費に対する補助額は6,626千円であった。 

県側は,予算措置可能な金額を出資団体に補助しているとの事であるが,出資団体の事業費につ

いて全額を補助する事が不可能であるならば,事業費の一定割合を負担する,事業費のうち特に負

担するべき項目を定めその金額を負担する等,補助金額の算定根拠を明確にするべきである。 

 

 中期計画の策定 (２)

【指摘】 

出資団体は運営基本方針とともに,中長期計画を策定しているが,この中長期計画については,特

に計数的な記載はされておらず,文書による目標が定められているのみである。 

中長期計画は,組織の進むべき方向性を定める目標であることから,計数的な目標値についても

中長期計画に織り込み,これと実際の数値とを比較,分析する事が必要である。 

 

 県準拠の給与体系 (３)

【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (４)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 
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４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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VI 財団法人 いばらき腎バンク 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 つくば市天久保２-１-１ 

② 設立目的 

腎臓移植を普及促進することにより,腎不全患者の早期回復に資すると

ともに,腎不全に対する総合的な対策の確立を図り,もって県民福祉の向

上に寄与する 

③ 事業内容 

・腎不全及び腎臓移植に関する普及啓発 

・腎臓移植希望者に係る組織適合検査費用の助成 

・献腎者への感謝状等贈呈 

・腎臓移植体制の確立に関すること 

④ 所管部課 保健福祉部 薬務課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 



273 

 

 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収益÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

－ － －

50.0%

－ － －

－ － －

－ － －

44.4%

50.0% 50.0%

47.1% 55.6%

105.8% 94.1%

10.8%

120057.1% 62650.0%

51.9%

2.5%

0 7

－ －

4

平成22年度

58.1%

－ － －

平成23年度

48.2% 27.7% 29.3%

114.3%

－

100.0% 100.0%

11298.8%

100.0%

2.5%

0.1% △ 0.2% 0.3%

1.6%

平成21年度

0.0% 0.0% 0.0%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤理事 14 3 0 17 15 3 0 18 16 2 0 18

　理事　計 14 3 0 17 15 3 0 18 16 2 0 18

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監事　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 16 3 0 19 17 3 0 20 18 2 0 20

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般職 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

嘱託・臨時職員等 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

　計 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

0千円 0千円 0千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

2,976千円 3,736千円 3,723千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

出資団体は平成23年度において,県から補助金を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

出資団体は平成23年度において,県から委託料を受けていない。 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 県の関与 (１)

【意見】 

 臓器移植の普及啓蒙や臓器移植体制の整備には県の強力な支援が必要であるが,現状は出資団

体に対する補助金や委託料,人的支援はなく,県は基本財産を拠出しているのみである。また,出資

団体の設立目的を推進していくためには組織的活動が不可欠であるが,出資団体には非常勤理事

と職員２名（うち１名は非常勤嘱託）しかおらず組織の運営に課題がある。加えて,低金利で運用

難である経済情勢の中,基本財産の運用による収益のみによって活動資金を賄える状況でもない。 

 平成元年設立の法人でありながら,出資団体の改革工程表では平成24年度に今後のあり方を決

定することになっているが出捐割合が過半数の県としての関与の仕方は不十分である。腎臓移植

等を中心とする臓器移植をサポートするのか否か等の方針を決定することについて県は積極的に

関与すべきである。 

 

 基本財産の有効活用 (２)

【意見】 

 出資団体は平成24年３月31日現在,基本財産を417,825千円（定期預金10,761千円 国債・

地方債407,063千円）を有している。当初は基本財産の運用益により事業資金を賄う予定であっ

たが,超低利回りの現状では事実上不可能である。このような状況の下,多額の基本財産を長期固

定化させるより一度県に返還することも検討すべきである。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (３)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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VII 株式会社 ひたちなかテクノセンター 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県ひたちなか市新光町38番地 

② 設立目的 

 昭和63年に制定された「地域産業の高度化に寄与する特定産業の集積

の促進に関する法律」（通称：頭脳立地法）に基づき,電機・機械産業や

エネルギー,情報関連産業が集積している茨城県北地域において,産・

官・学との連携による「地域産業の高度化」,「特定産業の集積促進」を

図る。 

③ 事業内容 
・研究室等賃貸事業 

・企業支援事業 

④ 所管部課 商工労働部 産業政策課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

 

 

（単位：千円）

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

営業損益金額

営業外収益

営業外費用

経常損益金額

特別利益

特別損失

法人税等

当期純損益金額

繰越利益剰余金

資産

流動資産

固定資産

繰延資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

純資産

出資金（出損金）

利益剰余金

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

0

243,979 237,991 238,990

107,904 114,184 111,886

0 36,633 6,505

15,709 31,658 34,381

0 1,250 0

12,137 12,042 11,948

36,467 33,292 32,510

10,355 9,835

100,000

県
財
政
関
与
状
況

0 0 0

55,789 74,588 53,735

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

55,789 74,588 53,735

0

231,681 105,799 60,050

1,823,234 1,668,487 1,616,449

0

174,000 42,500 0

185,425 210,132 100,455

135,200 131,500 42,500

△2,294,262 1,735,552 1,771,604

1,831,737 1,835,552 1,871,604

4,126,000 100,000

1,086 1,086 1,086

0 0

417,106 315,931 160,505

△2,302,279 5,018 40,521

26,064 41,487 43,094

貸
借
対
照
表

2,248,844 2,151,483 2,032,109

425,610 482,996 415,660

損
益
の
状
況

351,883 352,175 350,876

0

24,978 5,018 35,503

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

0 6 70

92,195 82,526 77,505

8,783
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷(売上高+営業外収益+特別利益)

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

販売管理費率

・販売費及び一般管理費÷売上高

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷売上高

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり売上高

・売上高÷(役員数＋職員数)

自己資本利益率

・当期純損益金額÷純資産

総資産回転率

・売上高÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・純資産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+純資産)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

6,767 7,337

13.7% 8.1%

－ －

－ －

2.1%

85.3% 92.1%

413.8%

81.5%

58.9%75.6% 66.7%

229.5% 229.9%

－

平成22年度

12.7%

－ － －

平成23年度

26.2% 23.4% 22.1%

113.6%107.8% 112.9%

13.8% 12.9%

7,310

平成21年度

15.4% 20.5% 14.9%

千円 千円 千円

17.3%

1.4% 0.3% 1.9%

15.6% 16.4%

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

－

－

－－

－ － －

66.7%100.0% 66.7%
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 出資団体の役職員数等の推移及びその給与・退職金の状況,県派遣職員の状況等 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤取締役 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2

非常勤取締役 15 3 0 18 15 3 0 18 15 2 0 17

　取締役　計 16 3 1 20 16 3 1 20 16 2 1 19

常勤監査役 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

非常勤監査役 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　監査役　計 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

　計 17 3 1 21 17 3 1 21 17 2 1 20

有給取締役平均報酬(年額)

有給監査役平均報酬(年額)

人数 人数 人数

取締役退任慰労金合計 0 0 0

監査役退任慰労金合計 0 0 0

管理職 1 3 0 4 1 3 0 4 1 3 0 4

一般職 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

嘱託・臨時職員等 23 0 0 23 19 0 0 19 20 0 0 20

　計 28 3 0 31 24 3 0 27 25 3 0 28

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

4,014千円 4,014千円 3,982千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

3,820千円 4,012千円 4,056千円

支給額 支給額 支給額

0千円 0千円 0千円
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から補助金の交付を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

産業技術課 茨城県デザインセンター関

連事業費 

デザインセンター運営事業・産業デ

ザイン普及促進事業に係る委託 

18,703千円 

産業政策課 中性子利用発掘事業費 中性子利用連絡協議会運営に係る

委託 

8,956千円 

産業政策課 ベンチャー企業等人材育成

支援事業費 

ベンチャー企業等の人材育成に係

る委託 

8,741千円 

産業技術課 いばらき価値創造型デザイ

ンセンター支援事業費 

いばらきデザインラボに係る委託 5,714千円 

産業政策課 J-PARC産学交流促進事業費 J-PARC研究者との交流に係る委託 1,904千円 

産業政策課 県北臨海地域産業活性化推

進事業費 

県北臨海地域の活性化に係る委託 1,760千円 

産業技術課 産業利用拠点運営に係る技

術支援事業費 

IBBN産業利用拠点の運営支援・接続

環境管理に係る委託 

264千円 

その他 7,693千円 

合計 53,735千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 コンプライアンス規程等 (１)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (２)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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VIII 株式会社 いばらき森林サービス 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県常陸太田市東染町470番地 

② 設立目的 

 安定した就労条件により林業労働力を確保し,高性能林業機械を活用

した近代的な生産体制のもとに,活力ある林業の展開と健全な森林の育

成を目的とする森林整備の推進母体として,官民共同出資により設立さ

れた。 

③ 事業内容 

・森林整備事業 

・受託事業 

・立木伐採等事業 

・その他 

④ 所管部課 農林水産部 林政課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

 

 

（単位：千円）

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

営業損益金額

営業外収益

営業外費用

経常損益金額

特別利益

特別損失

法人税等

当期純損益金額

繰越利益剰余金

資産

流動資産

固定資産

繰延資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

純資産

出資金（出損金）

利益剰余金

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

12 0 0

25,669 37,312 30,927

538

4,928 2,719 13,667

貸
借
対
照
表

242,790 260,117 291,980

229,823 249,737 273,815

損
益
の
状
況

138,564 146,273 232,923

0

3,781 3,945 6,153

1,300 670 7,514

0 0

42,518 55,900 81,610

272 4,217 10,370

26,455 29,506 32,769

12,967 10,380 18,165

0

0 0 0

16,063 26,394 48,841

0 0 0

272 4,217 10,370

200,272 204,217 210,370

200,000 200,000 200,000

県
財
政
関
与
状
況

792 713 3,997

60,156 28,590 62,880

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

60,948 29,303 66,877

0 0

108,511 106,541 188,867

30,053 39,732 44,056

67 4 0

4,384 2,420 13,129

220 1,900 0

3,966 2,861 2,745

43,288 46,722 47,934

556 299
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷(売上高+営業外収益+特別利益)

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

販売管理費率

・販売費及び一般管理費÷売上高

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷売上高

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり売上高

・売上高÷(役員数＋職員数)

自己資本利益率

・当期純損益金額÷純資産

総資産回転率

・売上高÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・純資産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+純資産)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

7,293 7,699

－ －

－ －

－ －

－

78.5% 72.0%

560.6%

82.5%

92.9%70.8% 75.0%

1430.8% 946.2%

－

平成22年度

21.8%

－ － －

平成23年度

18.5% 25.5% 13.3%

106.2%103.7% 101.9%

34.1% 33.9%

12,940

平成21年度

43.7% 19.7% 28.6%

千円 千円 千円

79.8%

1.9% 1.9% 2.9%

57.1% 56.2%

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

－

－

－－

－ － －

75.0%83.3% 100.0%
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 出資団体の役職員数等の推移及びその給与・退職金の状況,県派遣職員の状況等 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤取締役 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤取締役 6 1 0 7 6 1 0 7 5 1 0 6

　取締役　計 6 1 1 8 6 1 1 8 5 1 1 7

常勤監査役 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監査役 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監査役　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 8 1 1 10 8 1 1 10 7 1 1 9

有給取締役平均報酬(年額)

有給監査役平均報酬(年額)

人数 人数 人数

取締役退任慰労金合計 0 0 0

監査役退任慰労金合計 0 0 0

管理職 2 2 2 2 2 2

一般職 6 6 6 6 6 6

嘱託・臨時職員等 1 1 1 1 1 1

　計 8 0 1 9 8 0 1 9 8 0 1 9

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

3,034千円 2,480千円 2,400千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

4,090千円 4,249千円 4,629千円

支給額 支給額 支給額

0千円 0千円 0千円
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

林政課 茨城県森林整備担い手対策事業 社会保険等の掛け金助成 834千円 

県北農林事務所 森林環境保全直接支援事業 造林補助金 3,163千円 

合計 3,997千円 

 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

林業課 県有林緊急保育事業 県有林の除伐作業による雇用の創

出 

20,700千円 

林業課 県有林林内環境整備事業 県有林の枝打ち等作業による雇用

の創出 

15,000千円 

林業課 いばらきの松林保全整備事業 枯マツ伐採や植栽等を実施し,海

岸県有林の保安林としての機能確

保等による雇用の創出 

13,600千円 

林業課 身近なみどり整備推進事業 津波被害を受けた区域の枯マツ伐

採や植栽等を実施し,海岸県有林

としての機能強化を図る 

11,800千円 

林政課 森林施業効率化促進事業 高性能林業機械研修 1,780千円 

合計 62,880千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 出資金 (１)

【意見】 

 平成23年度末において,出資団体の出資金は200百万円であるのに対して,預金は169百万円と

なっており,資金が余っている状況である。同団体の事業内容等から余剰資金に対する資金需要は

想定されないと考える。株式会社の趣旨は,必要資金分を出資し,事業で運用することにあり,また,

県の予算状況が厳しい現状においては,出資団体において資金需要が少ないのであれば，適正な必

要資金レベルまでの減資の検討が必要である。 

 

 コンプライアンス規程等 (２)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (３)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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IX 財団法人 茨城県栽培漁業協会 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県鹿嶋市平井2287番地 

② 設立目的 
 栽培漁業の推進に関する事業を行い,水産資源の増大を図る等,漁業の

振興と地域経済の発展に寄与することを目的とする。 

③ 事業内容 

・水産種苗生産技術開発事業 

・ひらめ放流効果実証事業 

・栽培漁業センター保守管理事業 

・その他 

④ 所管部課 農林水産部 水産振興課 

⑤ 
公益認定・認可

手続きの状況 

 平成24年９月24日に茨城県公益認定等審議会へ申請済みであり,平成

24年度中に公益財団法人に移行予定である。 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資金（出損金）

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

県
財
政
関
与
状
況

51,317 38,361 7,032

106,322 108,600 41,602

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

157,639 146,961 48,634

13,519 10,780 1,305

0 0 0

18,028 13,227 3,943

0 0 0

10,000 10,000 10,000

181,567 179,805 176,830

191,568 189,806 186,830

176,161 185,689

56,447 52,558 52,440

191,568 189,806 186,830

38,419 39,331 48,497

資
産
・
負
債
・
純
資
産

248,015 242,363 239,271

72,766 66,202 53,582

51,317 38,361 7,032

0 0 0

正
味
財
産
増
減
計
算
書

179,809 169,501 70,403

179,809 169,501 70,403

568 376 244

175,249

231 △1,762 △2,975

51,317 38,361 7,032

17,245 11,564 9,047

0 0 0

38,407 28,213 24,467

9,842 6,402 2,955

179,578 171,263 73,378

141,171 143,050 48,911

0 0 0

179,578 171,263 73,378

51,317 38,361 7,032

21,602 22,164 21,525

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

106,322 108,600 41,602



291 

 

 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷(事業収入+受取補助金等)

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数) 千円 千円 千円

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

69.0% 76.2% 61.3%

36.3%

8.6% 7.3% 2.7%

－

－

－－

21.4% 16.6% 34.8%

95.9%

17.0%

平成22年度 平成23年度平成21年度

100.0% 100.0% 100.0%

－

78.3% 78.1%

1358.9%

77.2%

1,541

29.4%

0.1% △0.9% △1.6%

72.5%

57.1%

25.0% 25.0%

57.1% 50.0%

100.1% 99.0%

15.1%

403.6% 500.5%

10.6%

69.9%

2,874 3,017

－ －

－ －

－ －

－
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 出資団体の役職員数等の推移及びその給与・退職金の状況,県派遣職員の状況等 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

非常勤理事 11 2 0 13 11 2 0 13 11 2 0 13

　理事　計 11 3 0 14 11 3 0 14 11 3 0 14

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

　監事　計 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4

　計 15 3 0 18 15 3 0 18 15 3 0 18

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般職 7 2 0 9 7 2 0 9 7 2 0 9

嘱託・臨時職員等 9 0 1 10 8 0 1 9 0 0 0 0

　計 16 2 1 19 15 2 1 18 7 2 0 9

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

8,821千円 5,327千円 1,892千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

3,486千円 3,341千円 4,159千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

水産振興課 栽培漁業事業費 栽培漁業センター運営等

に係る補助 

4,078千円 

水産振興課 ヒラメ資源増大パイロット事業費 ひらめ種苗生産,調査等

に係る補助 

2,954千円 

合計 7,032千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

水産振興課 水産種苗生産技術開発事業費 アワビ,ハマグリ,ソイ種

苗生産技術開発等 

31,059千円 

水産振興課 栽培漁業センター保守管理事業費 センターの施設及び設備

の保守管理 

10,543千円 

合計 41,602千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 コンプライアンス規程等 (１)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (２)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体が過年度において包括外部監査の対象となった年度及びそのテーマは次のとおりであ

る。 

年度 テーマ 

平成18年度 平成17年度の委託料について 

 過年度の包括外部監査の指摘に対して,現在までに措置されていない事項はない。 
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X 公益財団法人 那珂川沿岸土地改良基金協会 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県水戸市中河内町958番地の１ 

② 設立目的 

協会は,那珂川沿岸地域の農業生産基盤を強化し,本県農業の持続的かつ

健全な発展を図り,もって国民への安定的な食料供給の確保ならびに耕

作放棄の防止など,国土の保全に寄与することを目的とする。 

③ 事業内容 

・土地改良負担軽減対策資金の造成及び運用・管理事業及び土地改良負

担軽減対策事業 

・営農改善のための施策・活動の推進事業 

・那珂川沿岸土地改良事業の推進及び管理運営主体の強化育成対策事業 

④ 所管部課 農林水産部 農地局 農地整備課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

県
財
政
関
与
状
況

6,524 6,475 6,223

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6,524 6,475 6,223

0 0 0

0 0 0

228 137 260

0 0 0

600,000 600,000 600,000

3,854,776 4,134,596 4,365,127

4,454,776 4,734,596 4,965,127

4,713,004 4,943,591

6,279 6,712 7,357

4,454,776 4,734,596 4,965,127

6,051 6,575 7,097

資
産
・
負
債
・
純
資
産

4,461,055 4,741,307 4,972,484

27,504 28,303 28,893

0 0 1,302

340,397 278,929 230,762

正
味
財
産
増
減
計
算
書

44,333 31,303 33,000

44,333 31,303 33,000

24,785 11,842 12,483

4,433,551

13,379 891 △ 231

340,397 278,929 232,064

7,625 7,233 7,971

0 0 697

13,823 13,322 14,036

6,278 6,226 6,224

30,954 30,412 32,534

17,131 17,090 18,498

0 0 0

30,954 30,412 33,231

8,414 8,344 8,092

53 43 51

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

11,081 11,074 12,374
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数)

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

951

平成21年度

14.7% 20.7% 18.9%

平成22年度

43.0%

－

0.7%

0.3% 0.0% 0.0%

1.0% 0.7%

－

99.9% 99.9%

11112.7%

99.9%

－ －

12063.2% 20659.1%

－

平成23年度

31.2% 42.6% 42.5%

143.2% 102.9% 101.4%

43.0%

791 791

31.4%

－

－ － －

55.6%

75.0% 50.0%

60.0% 56.7%

－ － －

－ － －

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

61.5% 66.7% 61.3%

66.7%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤理事 8 1 0 9 8 1 0 9 7 1 0 8

　理事　計 8 1 1 10 8 1 1 10 7 1 1 9

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監事　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 10 1 1 12 10 1 1 12 9 1 1 11

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般職 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

嘱託・臨時職員等 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 0 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

5,567千円 5,478千円 5,462千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

3,257千円 2,959千円 3,333千円

支給額 支給額 支給額

0 0 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の補助金の交付を受けている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 補助金 

農地整備課 

公益財団法人那珂川沿岸

土地改良基金協会補助金

（県単） 

国営那珂川沿岸農業水利事業推

進のため,関連事業の推進,那珂

川沿岸土地改良区育成強化・基金

の管理及び地元負担金の軽減対

策を行うための補助 

6,223千円 

計  6,223千円 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から委託料を受け取っていない。 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 県準拠の給与体系 (１)

【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 基本財産 (２)

【意見】 

(公財)那珂川沿岸土地改良基金協会の主な出資者は茨城県（出資比率50.0％）及び那珂川流域

市町村（出資比率 50.0％）である。基本財産602,283千円のうち全額が国債で運用されており,

今日の低金利情勢ではかつてのような運用益が期待できない。 

一方,財団の財務内容及び収支状況は良好であり,基本財産の一部を返還しても,資金的には問

題はないと考えられ,資金の有効活用のために返還を検討すべきである。 

 

 コンプライアンス規程等 (３)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (４)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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XI 財団法人 茨城県建設技術管理センター 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県水戸市青柳町4195番地 

② 設立目的 

財団法人茨城県建設技術管理センターは,昭和54年３月に社団法人茨城

県建設業協会により設立され,さらに平成６年４月には茨城県が出捐し,

建設業に係る材料試験及び技術管理の調査研究を行うとともに,建設副

産物の有効利用に関する事業等を行い,もって建設事業の振興発展に寄

与することを目的としている。 

③ 事業内容 

・建設副産物リサイクル事業 

・試験調査事業 

・研修等事業 

④ 所管部課 土木部 検査指導課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

県
財
政
関
与
状
況

0 0 0

20,691 19,483 19,893

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20,691 19,483 19,893

0 0 0

0 0 0

95,139 68,044 147,958

0 0 0

112,000 112,000 112,000

1,676,259 1,670,756 1,738,624

1,788,259 1,782,756 1,850,624

2,125,741 2,173,647

514,253 519,876 571,244

1,788,259 1,782,756 1,850,624

419,114 451,832 423,286

資
産
・
負
債
・
純
資
産

2,302,512 2,302,632 2,421,868

253,504 176,891 248,221

0 0 0

0 0 0

正
味
財
産
増
減
計
算
書

958,518 804,183 917,604

927,577 793,706 859,144

605 0 133

2,049,008

△ 55,255 △ 5,503 67,868

0 0 0

333,613 306,093 331,705

64,138 42,624 63,664

125,776 129,730 136,781

18,710 14,997 12,751

949,635 767,062 786,072

823,859 637,332 649,291

30,941 10,477 58,460

1,013,773 809,686 849,736

20,691 19,483 19,893

2,409 1,691 1,759

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

903,872 772,532 837,359
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数)

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数 千円 千円

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数 千円

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数 千円 千円

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

13,291

平成21年度

2.2% 2.5% 2.3%

平成22年度

40.1%

－

35.5%

△3.1% △0.3% 3.7%

40.3% 34.5%

－

77.4% 76.4%

167.8%

77.7%

－ －

266.5% 260.0%

－

平成23年度

13.6% 16.3% 15.9%

97.7% 103.5% 109.3%

40.5%

13,491 11,530

38.0%

－

19,942 － 24,628

87.2%

66.7% 100.0%

96.4% 88.1%

－ 200 123

120 － －

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

－ － －

88.9%
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2

非常勤理事 11 1 0 12 11 1 0 12 11 1 0 12

　理事　計 11 2 1 14 11 1 2 14 11 1 2 14

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

　監事　計 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

　計 12 3 2 17 12 2 3 17 12 2 3 17

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 2 1

監事退任慰労金合計 1 0 0

管理職 2 2 1 5 4 1 1 6 4 1 1 6

一般職 29 3 0 32 30 2 0 32 30 2 0 32

嘱託・臨時職員等 13 0 0 13 12 0 0 12 8 0 0 8

　計 44 5 1 50 46 3 1 50 42 3 1 46

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 1 0 2

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

120千円 0 0

職
員

5,425千円 5,258千円 5,276千円

支給額 支給額 支給額

19,942千円 0 49,256千円

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

8,250千円 6,173千円 5,397千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 400千円 123千円
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から補助金の交付を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事  業  名 事業の概要 委託料 

検査指導課 公益事業技術調査研究費 建設資材指定工場調査業務委託 11,550千円 

検査指導課 公益事業技術調査研究費 
建設副産物の有効利用調査業務

委託 
2,572千円 

検査指導課 公益事業技術調査研究費 建設工事材料等試験業務委託 3,671千円 

企業局 公益事業技術調査研究費 
災害発生資源再生利用調査検討

業務委託 
2,100千円 

計  19,893千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 遊休土地の存在 (１)

【意見】 

 平成23年度末において下記のような遊休状態の土地が存在する。 

所在地 ひたちなか市新光町 

取得年月 平成６年３月 

取得金額 101,100千円 

帳簿価額 101,100千円 

ひたちなか支所建設予定地として茨城県から購入したとのことであるが,ひたちなか支所は建

設されず現在まで遊休状態となっている。 

遊休状態で保有しているということは,収益を生まない状態であるということであり,早期に売

却して運転資金に充てるべきである。 

 

 

 県準拠の給与体系 (２)

【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 コンプライアンス規程等 (３)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (４)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 
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４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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XII 鹿島埠頭 株式会社 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県神栖市東深芝８番地 

② 設立目的 

 鹿島臨海工業地帯の中核をなす鹿島港において,公共埠頭の効率的な

管理・運営と曳船・通船等のサービス事業を一貫して行うため,茨城県・

地元公共団体（鹿嶋市・旧神栖町・旧波崎町）及び民間の共同出資によ

り設立。 

③ 事業内容 

・曳船事業 

・通船事業 

・倉庫事業 

・その他 

④ 所管部課 土木部 港湾課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

 

 

（単位：千円）

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

営業損益金額

営業外収益

営業外費用

経常損益金額

特別利益

特別損失

法人税等

当期純損益金額

繰越利益剰余金

資産

流動資産

固定資産

繰延資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

純資産

出資金（出損金）

利益剰余金

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

31,408 36,063 49,632

502,787 504,324 500,049

42,415

226,805 212,102 16,649

貸
借
対
照
表

2,703,189 2,950,155 2,966,789

1,305,074 1,238,115 1,367,451

損
益
の
状
況

2,095,777 2,194,497 2,045,425

0

30,633 △108,149 81,611

101,323 2,354 86,338

0 0

1,433,688 1,788,803 1,723,826

469,501 331,352 612,963

1,174,068 1,349,715 1,373,911

1,398,115 1,712,040 1,599,338

0

802,246 885,240 827,420

259,620 439,088 349,915

0 0 0

969,501 861,352 942,963

1,269,501 1,161,352 1,242,963

300,000 300,000 300,000

県
財
政
関
与
状
況

0 0 0

101,230 95,220 102,718

0 0 0

600,000 530,000 480,000

0 0 0

600,000 530,000 480,000

101,230 95,220 102,718

0 0

1,380,243 1,499,269 1,521,510

715,534 695,228 523,915

94,849 450,405 103,982

212,747 190,904 23,866

0 132,508 255,282

9,692 8,179 8,220

394,285 404,966 382,381

45,466 57,261
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷(売上高+営業外収益+特別利益)

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

販売管理費率

・販売費及び一般管理費÷売上高

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷売上高

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり売上高

・売上高÷(役員数＋職員数)

自己資本利益率

・当期純損益金額÷純資産

総資産回転率

・売上高÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・純資産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+純資産)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

15,298 15,902

29.7% 30.0%

117 88

－ －

千円

27.9%

39.4% 41.9%

390.8%

47.0%

88.0%87.3% 90.2%

502.7% 282.0%

21,238

千円 千円 千円

千円

平成22年度

19.1%

－ － －

平成23年度

24.0% 23.0% 24.4%

100.8%111.8% 110.4%

19.3% 18.8%

14,930

平成21年度

4.7% 4.0% 4.4%

千円 千円 千円

68.9%

2.4% △9.3% 6.6%

77.5% 74.4%

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

千円

100

－

17,65916,181

－ － －

100.0%80.0% 90.0%
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 出資団体の役職員数等の推移及びその給与・退職金の状況,県派遣職員の状況等 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤取締役 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2

非常勤取締役 6 3 0 9 6 2 0 8 6 2 0 8

　取締役　計 6 4 1 11 6 3 1 10 6 3 1 10

常勤監査役 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監査役 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監査役　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 8 4 1 13 8 3 1 12 8 3 1 12

有給取締役平均報酬(年額)

有給監査役平均報酬(年額)

人数 人数 人数

取締役退任慰労金合計 3 4 1

監査役退任慰労金合計 0 0 0

管理職 11 1 0 12 10 1 0 11 11 1 0 12

一般職 101 0 0101103 0 0103100 0 0100

嘱託・臨時職員等 11 0 0 11 12 0 0 12 13 0 0 13

　計 123 1 0124125 1 0126124 1 0125

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 1 3 6

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

6,610千円 7,258千円 7,258千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

350 350 100

0 0 0

職
員

6,384千円 6,434千円 6,104千円

支給額 支給額 支給額

21,238千円 48,544千円 105,956千円
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から補助金の交付を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

 出資団体が平成23年度において,県から収入した委託料は次の表のとおりである。 

 

県担当課 事業名 事業の概要 金額 

港湾課 鹿島港管理業務委託 公共埠頭管理等に係る委託 102,120千円 

港湾課 鹿島港魚釣園指定管理者 鹿島港魚釣園の管理運営 598千円 

合計 102,718千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体が平成23年度において,指定管理者に選定されている県の公の施設は以下のとおりで

ある。 

施設名 
公募 

非公募 

応募 

団体数 
開始年月 指定期間 所管課 指定管理料 

鹿島港の魚釣園 公募 １ 23年４月 ５年 港湾課 598千円 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 貸 付 金 480,000千円 

 償還期限 平成33年度 

 貸付利率 無利子 

 償還方法 毎年度50,000千円償還 

 そ の 他 船舶修繕施設の設備資金 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 県からの無利子貸付 (１)

【意見】 

 出資団体は鹿島港船舶修繕施設建設に伴う事業資金として平成９年度に９億円,平成10年度に

１億円,合計10億円の無利子貸付を県から受けている。当初の約定では,据置期間５年,以後は毎

年度50,000千円償還で,償還期限は平成33年度である。ただし,平成18年度から平成22年度に

かけて70,000千円を繰上償還しているため,平成23年度末現在の残高は480,000千円となってい

る。 

 一方,この無利子貸付によって建設した船舶修繕施設は既に廃止され解体撤去作業を行ってい

る状態であり,帳簿価額は零となっている。 

 ここで出資団体の財政状態は,平成23年度末現在で現金及び預金691,016千円,投資有価証券

468,391千円に対して,借入金は827,420千円となっており,仮に県からの無利子貸付をすべて繰

上償還しても差し障りのない状態となっている。 

 そもそも,県から無利子貸付を受けているにもかかわらず,社債等の投資有価証券を取得し資金

運用を行っていること自体にも問題があると考えられる。ちなみに出資団体は,平成23年度の受

取利息として5,820千円を計上している。 

 出資団体及び所管課によると,平成25年度から平成27年度にかけて曳船と通船の設備投資を控

えており,繰上償還は難しいとの説明であった。しかし,新たな設備投資については基本的に県に

依存すべきではなく,県が貸付を行う必要性が認められる場合であっても,既に廃止した設備に係

る事業資金を転用するのではなく,別の事業として予算措置することが適切と考えられる。 

 県からの無利子貸付については,速やかに繰上償還すべきである。 

 

 県の出資割合の見直しと資金の返還 (２)

【意見】 

 平成23年度末において,出資団体の資本金は300,000千円，うち県の出資割合は50%の150,000

千円である。同様に，出資団体の純資産は 1,242,963千円，県の出資割合 50%に見合う金額は

621,481千円となっている。 

 一方，１（３）出資団体の主な経営指標の推移のとおり，出資団体の県財政支出依存度は過去

３年度いずれも４%台と極めて低くなっており，財政的には県に依存しない経営体制が構築されて

いる。 

 このため 50%という出資割合を維持する必要性について改めて検討し，県の関与度に見合わな

い出資割合については，減資などにより県に資金を返還することも検討する必要がある。 
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 コンプライアンス規程等 (３)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (４)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 時価情報等の適時把握 (５)

【指摘】 

 出資団体は平成23年度末現在において468,391千円の投資有価証券を保有しているが,そのう

ち419,890千円は海外を含む社債７銘柄である。 

 出資団体は,社債等の投資有価証券の管理に関して資金運用取扱要綱を定めており,同要綱第９

条には「総務部長は,資金運用管理状況について「資金運用管理状況報告」として毎月,常勤する

取締役全員に対象運用資産の現在価格（時価）,債券の格付け等を付して報告するものとする。」

と規定されている。 

 出資団体は証券会社が作成する取引残高報告書等から時価情報を把握しているが,取引残高報

告書等の作成頻度は証券会社によって異なるものの数か月に一度であるため,出資団体は実際に

は時価情報を毎月把握していない。 

 社債の保有目的は満期保有目的とのことであり,一時的な価格変動リスクの影響は受けにくい

面はあるが,信用リスクや金利変動リスクは常に存在することから,時価情報等の把握は要綱に従

い毎月行う必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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XIII 公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター 

１ 出資団体の事業 

 出資団体の概要（平成24年４月１日現在） (１)

① 所在地 茨城県水戸市三の丸１－５－３８ 

② 設立目的 

暴力団による不当な行為を予防するための広報活動等を推進し,暴力団

による不当な行為についての相談事業を行うとともに,暴力団員による

不当な行為の被害者の救援を行う等により,暴力団員による不当な行為

の防止及びこれによる被害の救済を図り,犯罪の防止又は治安の維持を

目的とする。 

③ 事業内容 

・不当要求防止責任者講習 

・暴力団排除の広報 

・暴力団に関する相談業務 

・組織活動支援事業,離脱更生事業,救済事業,研修事業等 

④ 所管部課 県警本部 刑事部 組織犯罪対策課 
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 出資団体の決算数値及び県財政関与状況の推移 (２)

 

（単位：千円）

一般正味財産増加額

経常収益

基本財産運用益

事業収入

受取補助金等

その他収益

経常外収益

一般正味財産減少額

経常費用

事業費

管理費

（うち役員人件費）

（うち職員人件費）

経常外費用

一般正味財産増減額

指定正味財産増加額

指定正味財産減少額

指定正味財産増減額

正味財産期末残高

資産

流動資産

固定資産

負債

流動負債

（うち短期借入金）

固定負債

（うち長期借入金）

正味財産合計

出資額

剰余金（繰入金を含む）

補助金

委託料

その他

計

再委託費

損失補償・債務保証契約に係る債務残高

借入金残高

計

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

0 0 0

0 1,000 0

27,337 25,396 23,587

4,300 3,963 3,513

8,318 8,273 8,925

19,919 16,055 7,593

4,424 4,560 5,086

27,255 25,396 23,550

7,336 9,341 15,957

438 2,917 3,586

0 0 40,669

10,735 10,514 12,898

82 0 37

資
産
・
負
債
・
純
資
産

819,090 822,010 863,966

11,591 14,739 18,586

0 0 0

0 0 40,669

正
味
財
産
増
減
計
算
書

27,775 28,313 27,173

27,775 27,313 27,173

15,157 15,077 14,735

807,499 807,271 845,380

3,110 3,173 874

815,920 818,837 863,092

1,739 2,524 0

0

0 0 0

1,371 649 874

0 0 0

804,311 804,311 804,311

11,609 14,526 58,781

815,920 818,837 863,092

県
財
政
関
与
状
況

0 0 0

4,300 3,963 3,513

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4,300 3,963 3,513

0 0
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 出資団体の主な経営指標の推移 (３)

 

経営指標

財政支出依存度

・県財政支出計÷経常収益

経常収支比率

・経常収益÷経常費用

管理費率

・管理費÷経常収益

人件費比率

・(役員人件費+職員人件費)÷経常収益

再委託比率

・再委託費÷県財政支出計

一人当たり事業収入

・事業収入÷(役員数+職員数)

自己資本利益率

・一般正味財産増減額÷正味財産

総資産回転率

・経常収益÷資産

流動比率

・流動資産÷流動負債

自己資本比率

・正味財産÷資産

借入金比率

・(短期借入金+長期借入金)÷(負債+正味財産合計)

理事等一人当たり退任慰労金

・理事等支給退任慰労金合計÷支払人数

監事等一人当たり退任慰労金

・監事等支給退任慰労金合計÷支払人数

職員一人当たり退職金

・職員支給退職金÷支給人数 千円

理事会等理事出席率(※)

・(理事会等出席理事)÷(参加可能理事数)

理事会等監事出席率(※)

・(理事会等出席監事)÷(参加可能監事数)

評議員会評議員出席率(※)

・(評議員会等出席評議員)÷(参加可能評議員数)

(※)出席率は本人出席率である。代理人出席，委任状による出席及び書面持ち回り会議を含ま
ない。

57.7% 75.8% 68.8%

100.0%

－ － －

－ － －

－ 2,524 －

81.3%

100.0% 50.0%

52.9% 64.0%

－ －

54.6%

－ －

平成23年度

71.7% 58.8% 27.9%

101.9% 107.5% 115.4%

55.2%

－

97.8% 93.1%

2126.5%

98.2%

－ －

845.4% 2271.0%

3.1%

0.1% 0.4% 0.4%

3.4% 3.3%

－

平成21年度

15.5% 14.5% 12.9%

平成22年度

66.2%

－
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 出資団体の役職員数及びその給与・退職金の状況,県職員派遣の状況等の推移 (４)

 

  

専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計 専属派遣 OB 計

常勤理事 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

非常勤理事 17 0 0 17 17 0 0 17 7 0 0 7

　理事　計 17 0 1 18 17 0 1 18 7 0 1 8

常勤監事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常勤監事 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　監事　計 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2

　計 19 0 1 20 19 0 1 20 9 0 1 10

有給理事平均報酬(年額)

有給監事平均報酬(年額)

人数 人数 人数

理事退任慰労金合計 0 0 0

監事退任慰労金合計 0 0 0

管理職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般職 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2

嘱託・臨時職員等 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

　計 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3

職員平均報酬(年額)

人数 人数 人数

職員退職金支給額合計 0 1 0

※専属下記の派遣またはOBを除く出資団体専属の職員

派遣県の現役職員で出資団体に派遣されている者

OB 県を退職した元職員で出資団体に再就職した者

平成21年度 平成22年度 平成23年度

役
員

4,936千円 4,532千円 4,434千円

0 0 0

支給額 支給額 支給額

0 0 0

0 0 0

職
員

3,232千円 3,018千円 3,078千円

支給額 支給額 支給額

0 2,524千円 0
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２ 出資団体との契約等 

 出資団体に対する補助金 (１)

 出資団体は平成23年度において,県から補助金の交付を受けていない。 

 

 出資団体に対する委託料 (２)

出資団体は平成23年度において,県から以下の委託料を受け取っている。 

県担当課 事業名 事業の概要 委託金額 

組織犯罪対策課 不当要求防止責任者講習事業 責任者講習に係る委託 3,513千円 

計 3,513千円 

 

 出資団体が指定管理者に選定されている公の施設 (３)

 出資団体は平成23年度において,県の公の施設の指定管理者に選定されていない。 

 

 出資団体に対する貸付金（平成24年３月31日現在） (４)

 出資団体は平成23年度において,県から貸付けを受けていない。 

 

 出資団体に対する債務保証又は損失補償（平成24年３月31日現在） (５)

 出資団体は平成23年度において,県から債務保証及び損失補償を受けていない。 
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３ 指摘又は意見 

 県準拠の給与体系 (１)

【意見】 

出資団体職員の給与基準並びに昇格の基準等について県準拠である。全般的事項の【意見】に記載

の通り，出資団体は職員の給与体系のあり方を検討すべきである。 

 

 中長期計画 (２)

【指摘】 

 財務数値を含めた中長期経営計画が策定されていない。 

 事業運営の指針となる中長期経営計画を策定すべきである。 

 

 コンプライアンス規程等 (３)

【指摘】 

 コンプライアンスに関する規程やマニュアルが整備されていない。 

 コンプライアンスの関連規程を整備する必要がある。 

 

 出資法人等指導監督基準に基づく報告徴収事項 (４)

【指摘】 

所管課は出資団体に対し監事の行う監査結果及び講じた措置状況を報告させる必要がある（出

資法人等指導監督基準第９エ）とされ,同時に,出資団体の監事は,少なくとも半年に１回以上内部

監査を実施し,必要な措置を講じなければならない（出資法人等指導実施要領第 12）とされてい

ることから,所管課は少なくとも年２回の監事監査結果報告を求める必要があるが,年度末の監査

報告のみしか報告を受けていない。 

 所管課は出資法人等指導監督基準及び同実施要領に基づき少なくとも年２回は監事監査報告を

受ける必要がある。 

 

 

４ 過年度の包括外部監査報告書及びそれに対する措置 

 出資団体は過年度において包括外部監査の対象となっていない。 
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第７ 分析資料 

I 出資団体への質問書に対する回答分析一覧表 

 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

調査事項

鹿
島
臨
海
鉄
道
（
株
）

（
財
）
グ
リ
ー
ン
ふ
る
さ
と
振
興
機
構

（
財
）
茨
城
県
開
発
公
社

（
財
）
茨
城
県
科
学
技
術
振
興
財
団

（
財
）
い
ば
ら
き
文
化
振
興
財
団

（
公
財
）
茨
城
県
国
際
交
流
協
会

（
公
財
）
茨
城
県
消
防
協
会

（
財
）
茨
城
県
環
境
保
全
事
業
団

（
財
）
茨
城
県
看
護
教
育
財
団

（
結
城
看
護
専
門
学
校
）

（
社
福
）
茨
城
県
社
会
福
祉
事
業
団

1 給与規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
2 職員の給与決定の規程の基準（県の基準or独自の基準）（役員を除く） 独自 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠
3 退職金規程の有無 有 有 有 有 有 有 有
4 過去5年間の職員/従業員への退職金の支給の有無 有 有 有 有 有
5 公認会計士等の外部監査の有無 有 有 有 有 有
6 監事（監査役）に公認会計士又は税理士の有無 有
7 4年以上ないし3期以上役員を務めている方の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
8 役員の定年制度の有無
9 役員報酬規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
10役員退任慰労金規程の有無 有 ―
11過去5年間の役員退職慰労金の支払いの有無 有 ― ―
12プロパー職員の活用規程（役員・管理役職への登用等）の有無 有 有
13民間出身者採用の規程の有無 有
14民間出身者採用の有無 有 有 有 有 有 有 ― 有
15派遣・アルバイト等の採用規程の有無 有 有 有 有 有 有
16派遣・アルバイト等の採用の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
17民間営業経験者の採用規程の有無 有 有
18民間営業経験者の採用の有無 有 有 有 有 有 有 有
19債権管理規程の有無 有 有 有
20滞留債権の有無 有 有
21不動産・有価証券等の時価のある資産の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
22不動産・有価証券等の有る場合にその時価の把握の有無 有 ― 有 有 有 ― 有 有 有 有
23顧客満足度調査実施の有無 有 有 有 有 有
24個人情報保護法の対象となる個人情報の取り扱いの有無 有 有 有 有 有 有 有
25個人情報保護法の対象となる個人情報がある場合、その保護規程の有無 有 ― 有 ― 有 ― 有 有 有

※　表中の空欄は無し、「―」は該当なしを意味する。



322 

 

 

 

 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

調査事項

鹿
島
臨
海
鉄
道
（

株
）

（

財
）

グ
リ
ー

ン
ふ
る
さ
と
振
興
機
構

（

財
）

茨
城
県
開
発
公
社

（

財
）

茨
城
県
科
学
技
術
振
興
財
団

（

財
）

い
ば
ら
き
文
化
振
興
財
団

（

公
財
）

茨
城
県
国
際
交
流
協
会

（

公
財
）

茨
城
県
消
防
協
会

（

財
）

茨
城
県
環
境
保
全
事
業
団

（

財
）

茨
城
県
看
護
教
育
財
団

（

結
城
看
護
専
門
学
校
）

（

社
福
）

茨
城
県
社
会
福
祉
事
業
団

26利用者からの金銭等の預かりといった｢法的リスク｣の有無 有 有 有

27利用者からの金銭等の預かりといった｢法的リスク｣がある場合には、その対応規程の有無 ― ― ― ― 有 ― 有
28工作物責任等の｢法的リスク｣の有無 有 有 有 有 有 有 有
29工作物責任等の｢法的リスク｣がある場合には、その対応規程の有無 有 ― ― ― 有 有
30不稼働資産(事業所、施設、設備等)の有無 有 有 有
31不稼働資産の減損の実施の有無 ― ― 有 ― ―
32業務のアウトソーシング、資材等の一括購入等による事務効率化の施策の有無 有 有 有 有 有
33大規模施設（取得価格：1億円以上）の保有の有無 有 有 有 有
34県からの借用資産の有無 有 有 有 有 有
35職員研修計画の有無 有 有 有 有 有 有 有
36コンプライアンス規程・マニュアルの有無 有 有 有 有 有 有
37コンプライアンス研修実施の有無 有 有 有 有 有 有
38内部通報制度の整備の有無 有 有 有
39外部通報制度の整備の有無 有
40不動産・施設の貸付の有無 有 有
41文書管理規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
42事務処理規程（業務マニュアル）の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
43労基署の指摘事項の有無（平成24年3月31日より過去5年間）
44固定資産管理規程の有無 有 有 有 有 有 有
45固定資産の実地調査の実施の有無 有 有 有 有 有
46ホームページ（ＨＰ）の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
47ＨＰでの開示規程（どういった内容をＨＰに記載するか）の有無 有
48県の派遣職員受入れの規程の有無 有 有 有 有 有 有
49県退職職員受入れの規程の有無 有 ― 有
50中期計画の有無 有 有 有 有 有 有 有 有

※　表中の空欄は無し、「―」は該当なしを意味する。
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3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

調査事項

（

財
）

い
ば
ら
き
腎
バ
ン
ク

（

公
財
）

茨
城
県
中
小
企
業
振
興
公
社

（

株
）

ひ
た
ち
な
か
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー

（

株
）

茨
城
県
中
央
食
肉
公
社

（

公
財
）

茨
城
県
農
林
振
興
公
社

（

株
）

い
ば
ら
き
森
林
サ
ー

ビ
ス

茨
城
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

（

財
）

茨
城
県
栽
培
漁
業
協
会

（

公
財
）

那
珂
川
沿
岸
土
地
改
良
基
金
協
会

（

財
）

茨
城
県
建
設
技
術
管
理
セ
ン
タ
ー

1 給与規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
2 職員の給与決定の規程の基準（県の基準or独自の基準）（役員を除く） 県準拠 県準拠 独自 独自 県準拠 独自 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠
3 退職金規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
4 過去5年間の職員/従業員への退職金の支給の有無 有 有 有 有 有
5 公認会計士等の外部監査の有無 有 有 有 有
6 監事（監査役）に公認会計士又は税理士の有無 有
7 4年以上ないし3期以上役員を務めている方の有無 有 有 有 有 有 有
8 役員の定年制度の有無
9 役員報酬規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
10役員退任慰労金規程の有無 有 有 有
11過去5年間の役員退職慰労金の支払いの有無 有 有 有
12プロパー職員の活用規程（役員・管理役職への登用等）の有無 有 有
13民間出身者採用の規程の有無 有
14民間出身者採用の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
15派遣・アルバイト等の採用規程の有無 有 有 有 有 有 有
16派遣・アルバイト等の採用の有無 有 有 有 有 有 有 有
17民間営業経験者の採用規程の有無 有
18民間営業経験者の採用の有無 有 有
19債権管理規程の有無 有 有 有 有
20滞留債権の有無 有 有 有 有 有 有 有
21不動産・有価証券等の時価のある資産の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
22不動産・有価証券等の有る場合にその時価の把握の有無 有 有 有 有 有 ― 有 ― 有 有
23顧客満足度調査実施の有無 有 有 有 有 ― 有 有
24個人情報保護法の対象となる個人情報の取り扱いの有無 有 有 有 有 有 有 有
25個人情報保護法の対象となる個人情報がある場合、その保護規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 ―

※　表中の空欄は無し、「―」は該当なしを意味する。
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4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

調査事項

（

財
）

い
ば
ら
き
腎
バ
ン
ク

（

公
財
）

茨
城
県
中
小
企
業
振
興
公
社

（

株
）

ひ
た
ち
な
か
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー

（

株
）

茨
城
県
中
央
食
肉
公
社

（

公
財
）

茨
城
県
農
林
振
興
公
社

（

株
）

い
ば
ら
き
森
林
サ
ー

ビ
ス

茨
城
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

（

財
）

茨
城
県
栽
培
漁
業
協
会

（

公
財
）

那
珂
川
沿
岸
土
地
改
良
基
金
協
会

（

財
）

茨
城
県
建
設
技
術
管
理
セ
ン
タ
ー

26利用者からの金銭等の預かりといった｢法的リスク｣の有無 有

27利用者からの金銭等の預かりといった｢法的リスク｣がある場合には、その対応規程の有無 ― 有 ― ― ― ―
28工作物責任等の｢法的リスク｣の有無 有
29工作物責任等の｢法的リスク｣がある場合には、その対応規程の有無 ― 有 ― ― ― ―
30不稼働資産(事業所、施設、設備等)の有無 有
31不稼働資産の減損の実施の有無 ― ― ― ―
32業務のアウトソーシング、資材等の一括購入等による事務効率化の施策の有無 有 有
33大規模施設（取得価格：1億円以上）の保有の有無 有 有 有
34県からの借用資産の有無 有 有
35職員研修計画の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
36コンプライアンス規程・マニュアルの有無 有 有
37コンプライアンス研修実施の有無 有 有 有 ―
38内部通報制度の整備の有無 有 有
39外部通報制度の整備の有無
40不動産・施設の貸付の有無 有 有 有
41文書管理規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
42事務処理規程（業務マニュアル）の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
43労基署の指摘事項の有無（平成24年3月31日より過去5年間） 有
44固定資産管理規程の有無 有 有 有 有 有 有
45固定資産の実地調査の実施の有無 有 有 有 有 有 有
46ホームページ（ＨＰ）の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
47ＨＰでの開示規程（どういった内容をＨＰに記載するか）の有無 有 ― 有
48県の派遣職員受入れの規程の有無 ― 有 ― 有
49県退職職員受入れの規程の有無
50中期計画の有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有

※　表中の空欄は無し、「―」は該当なしを意味する。
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5 21 22 23 24 25 26 27 28

調査事項

茨
城
県
道
路
公
社

鹿
島
埠
頭
（
株
）

（
株
）
茨
城
ポ
ー
ト
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ

茨
城
県
土
地
開
発
公
社

（
公
財
）
茨
城
県
企
業
公
社

（
公
財
）
茨
城
県
教
育
財
団

（
公
財
）
茨
城
県
体
育
協
会

（
公
財
）
茨
城
県
暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー

1 給与規程の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
2 職員の給与決定の規程の基準（県の基準or独自の基準）（役員を除く） 県準拠 独自 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠 県準拠
3 退職金規程の有無 有 有 有 有 有 有
4 過去5年間の職員/従業員への退職金の支給の有無 有 有 有 有 有 有 有
5 公認会計士等の外部監査の有無 有 有 有
6 監事（監査役）に公認会計士又は税理士の有無 有 有
7 4年以上ないし3期以上役員を務めている方の有無 有 有 有 有 有 有
8 役員の定年制度の有無
9 役員報酬規程の有無 有 有 有 有 有 有
10役員退任慰労金規程の有無 有
11過去5年間の役員退職慰労金の支払いの有無 有 ― 有
12プロパー職員の活用規程（役員・管理役職への登用等）の有無 有
13民間出身者採用の規程の有無 有
14民間出身者採用の有無 有 有 有 有 有 有
15派遣・アルバイト等の採用規程の有無 有 有 有 有 有 有
16派遣・アルバイト等の採用の有無 有 有 有 有 有 有 有
17民間営業経験者の採用規程の有無
18民間営業経験者の採用の有無 有 有
19債権管理規程の有無 有 有
20滞留債権の有無 有
21不動産・有価証券等の時価のある資産の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
22不動産・有価証券等の有る場合にその時価の把握の有無 有 有 有 有 有
23顧客満足度調査実施の有無 有 ― 有 有 有
24個人情報保護法の対象となる個人情報の取り扱いの有無 有 有 有 有 有
25個人情報保護法の対象となる個人情報がある場合、その保護規程の有無 ― 有 有 有 有

※　表中の空欄は無し、「―」は該当なしを意味する。
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6 21 22 23 24 25 26 27 28

調査事項

茨
城
県
道
路
公
社

鹿
島
埠
頭
（

株
）

（

株
）

茨
城
ポ
ー

ト
オ
ー

ソ
リ
テ
ィ

茨
城
県
土
地
開
発
公
社

（

公
財
）

茨
城
県
企
業
公
社

（

公
財
）

茨
城
県
教
育
財
団

（

公
財
）

茨
城
県
体
育
協
会

（

公
財
）

茨
城
県
暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー

26利用者からの金銭等の預かりといった｢法的リスク｣の有無 有

27利用者からの金銭等の預かりといった｢法的リスク｣がある場合には、その対応規程の有無 ― ― ― ―
28工作物責任等の｢法的リスク｣の有無 有 有 有 有 有
29工作物責任等の｢法的リスク｣がある場合には、その対応規程の有無 有 ― ― 有
30不稼働資産(事業所、施設、設備等)の有無 有
31不稼働資産の減損の実施の有無 ― ― ―
32業務のアウトソーシング、資材等の一括購入等による事務効率化の施策の有無 有 有 有 有 有
33大規模施設（取得価格：1億円以上）の保有の有無 有 有 有
34県からの借用資産の有無 有 有 有
35職員研修計画の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
36コンプライアンス規程・マニュアルの有無 有
37コンプライアンス研修実施の有無 有 有 有 有 有
38内部通報制度の整備の有無
39外部通報制度の整備の有無 ―
40不動産・施設の貸付の有無 有 有 有
41文書管理規程の有無 有 有 有 有 有 有 有
42事務処理規程（業務マニュアル）の有無 有 有 有 有 有 有
43労基署の指摘事項の有無（平成24年3月31日より過去5年間）
44固定資産管理規程の有無 有 有 有 有 有 有
45固定資産の実地調査の実施の有無 有 有 有 有 有
46ホームページ（ＨＰ）の有無 有 有 有 有 有 有 有 有
47ＨＰでの開示規程（どういった内容をＨＰに記載するか）の有無 有
48県の派遣職員受入れの規程の有無 有 有 有 有 有
49県退職職員受入れの規程の有無 有
50中期計画の有無 有 有 有 有 有 有 有 有

※　表中の空欄は無し、「―」は該当なしを意味する。
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II 財務分析一覧表 

 

  

1 1 2 3 4

平均

鹿
島
臨
海
鉄
道
（

株
）

（

財
）

グ
リ
ー

ン
ふ
る
さ
と
振
興
機
構

（

財
）

茨
城
県
開
発
公
社

（

財
）

茨
城
県
科
学
技
術
振
興
財
団

企業
会計用

公益
法人用

企業
会計用

公益
法人用

財政支出依存度 38.1% 42.8% 54.7% 4.8% 14.8%

経常収支比率 104.4% 88.6% 92.5% 103.3% 98.5%

販売管理費率 21.5% 13.1% 17.5% 0.1% 0.4%

人件費比率 36.1% 68.5% 20.2% 2.8% 25.1%

再委託比率 5.2% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%

一人当たり事業収入（千円） 33,122 6,572 596 226,275 6,701

自己資本利益率 2.7% 2.2% △0.1% 53.6% △0.1%

総資産回転率 48.2% 18.2% 8.6% 40.4% 61.1%

流動比率 1720.8% 186.3% 428.9% 157.7% 257.3%

自己資本比率 61.4% 59.5% 98.9% 5.8% 91.4%

借入金比率 11.8% 0.0% 0.0% 91.7% 0.0%
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2 5 6 7 8 9
（

財
）

い
ば
ら
き
文
化
振
興
財
団

（

公
財
）

茨
城
県
国
際
交
流
協
会

（

公
財
）

茨
城
県
消
防
協
会

（

財
）

茨
城
県
環
境
保
全
事
業
団

（

財
）

茨
城
県
看
護
教
育
財
団

（

結
城
看
護
専
門
学
校
）

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

財政支出依存度 14.6% 81.6% 39.4% 0.0% 28.3%

経常収支比率 92.0% 95.9% 99.9% 118.2% 94.9%

販売管理費率 14.0% 47.5% 13.8% 30.9% 8.6%

人件費比率 38.5% 50.6% 106.1% 2.3% 71.5%

再委託比率 21.7% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%

一人当たり事業収入（千円） 8,976 313 322 150,194 2,618

自己資本利益率 △6.8% △0.6% △0.0% 17.6% △0.3%

総資産回転率 56.1% 14.5% 12.8% 24.2% 5.6%

流動比率 208.4% 2288.1% 4623.1% 142.5% 9372.1%

自己資本比率 70.6% 99.4% 98.9% 24.1% 99.7%

借入金比率 0.0% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0%
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3 10 11 12 13 14
（

社
福
）

茨
城
県
社
会
福
祉
事
業
団

（

財
）

い
ば
ら
き
腎
バ
ン
ク

（

公
財
）

茨
城
県
中
小
企
業
振
興
公
社

（

株
）

ひ
た
ち
な
か
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー

（

株
）

茨
城
県
中
央
食
肉
公
社

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

企業
会計用

企業
会計用

財政支出依存度 92.7% 0.0% 61.0% 14.9% 0.1%

経常収支比率 100.7% 114.3% 107.8% 113.6% 102.1%

販売管理費率 86.7% 29.3% 36.8% 22.1% 5.4%

人件費比率 75.7% 58.1% 36.6% 12.7% 13.7%

再委託比率 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

一人当たり事業収入（千円） 451 4 213 7,310 32,844

自己資本利益率 4.3% 0.3% 11.1% 1.9% 1.9%

総資産回転率 6.0% 2.5% 0.0% 17.3% 1.6%

流動比率 430.6%11298.8% 991.1% 413.8% 212.2%

自己資本比率 20.3% 100.0% 2.7% 92.1% 52.9%

借入金比率 0.0% 0.0% 24.8% 2.1% 17.0%
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4 15 16 17 18 19
（

公
財
）

茨
城
県
農
林
振
興
公
社

（

株
）

い
ば
ら
き
森
林
サ
ー

ビ
ス

茨
城
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

（

財
）

茨
城
県
栽
培
漁
業
協
会

（

公
財
）

那
珂
川
沿
岸
土
地
改
良
基
金
協
会

公益
法人用

企業
会計用

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

財政支出依存度 38.2% 28.6% 0.0% 100.0% 18.9%

経常収支比率 100.1% 106.2% 126.6% 95.9% 101.4%

販売管理費率 1.3% 13.3% 6.6% 34.8% 42.5%

人件費比率 26.7% 21.8% 5.5% 17.0% 43.0%

再委託比率 5.7% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0%

一人当たり事業収入（千円） 9,980 12,940 25,560 1,541 951

自己資本利益率 0.0% 2.9% △4.1% △1.6% △0.0%

総資産回転率 38.9% 79.8% 7.5% 29.4% 0.7%

流動比率 352.9% 560.6% 107.8% 1358.9%11112.7%

自己資本比率 83.7% 72.0% 20.8% 78.1% 99.9%

借入金比率 4.7% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0%
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5 20 21 22 23 24
（

財
）

茨
城
県
建
設
技
術
管
理
セ
ン
タ
ー

茨
城
県
道
路
公
社

鹿
島
埠
頭
（

株
）

（

株
）

茨
城
ポ
ー

ト
オ
ー

ソ
リ
テ
ィ

茨
城
県
土
地
開
発
公
社

公益
法人用

企業
会計用

企業
会計用

企業
会計用

企業
会計用

財政支出依存度 2.3% 46.7% 4.4% 17.6% 76.1%

経常収支比率 109.3% 100.1% 100.8% 107.0% 130.3%

販売管理費率 15.9% 21.8% 24.4% 8.4% 0.6%

人件費比率 40.1% 22.3% 19.1% 14.6% 1.1%

再委託比率 0.0% 2.5% 0.0% 47.7% 0.0%

一人当たり事業収入（千円） 13,291 16,449 14,930 26,800 360,580

自己資本利益率 3.7% 0.0% 6.6% 4.2% △47.2%

総資産回転率 35.5% 3.8% 68.9% 28.2% 22.9%

流動比率 167.8% 189.2% 390.8% 195.9% 197.5%

自己資本比率 76.4% 33.6% 41.9% 63.5% △10.8%

借入金比率 0.0% 15.5% 27.9% 4.1% 109.1%
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6 25 26 27 28
（

公
財
）

茨
城
県
企
業
公
社

（

公
財
）

茨
城
県
教
育
財
団

（

公
財
）

茨
城
県
体
育
協
会

（

公
財
）

茨
城
県
暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

公益
法人用

財政支出依存度 99.9% 79.9% 91.6% 12.9%

経常収支比率 100.0% 102.4% 104.1% 115.4%

販売管理費率 10.8% 60.4% 7.0% 27.9%

人件費比率 90.6% 40.6% 20.6% 66.2%

再委託比率 0.1% 16.4% 35.6% 0.0%

一人当たり事業収入（千円） 0 401 611 0

自己資本利益率 0.2% 11.5% 13.7% 0.4%

総資産回転率 345.7% 209.8% 186.6% 3.1%

流動比率 103.4% 128.0% 178.9% 2126.5%

自己資本比率 35.2% 42.8% 53.6% 93.1%

借入金比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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経営指標 
公益法人用 

計算式 

企業会計用 

計算式 

財政支出依存度  県財政支出計÷経常収益 

県財政支出計 

÷ 

（売上高＋営業外収益＋特別利益） 

経常収支比率  経常収益÷経常費用 

（売上高+営業外収益） 

÷ 

（売上原価+販管費+営業外費用） 

管理費率  管理費÷経常収益 販売費及び一般管理費÷売上高 

人件費比率  

（役員人件費+職員人件費） 

÷ 

経常収益 

（役員人件費+職員人件費） 

÷ 

売上高 

再委託比率  

再委託費 

÷ 

県財政支出計 

再委託費 

÷ 

県財政支出計 

一人当たり事業収入  

事業収入 

÷ 

（役員数＋職員数） 

売上高 

÷ 

（役員数＋職員数） 

自己資本利益率  

一般正味財産増減額 

÷ 

正味財産 

当期純損益金額 

÷ 

純資産 

総資産回転率  経常収益÷資産 売上高÷資産 

流動比率  流動資産÷流動負債 流動資産÷流動負債 

自己資本比率  正味財産÷資産 純資産÷資産 

借入金比率  

（短期借入金＋長期借入金） 

÷ 

（負債＋正味財産合計） 

（短期借入金＋長期借入金） 

÷ 

（負債＋純資産） 

備考     
 

出資団体では,公益法人用と企業会計用に分けて評価用の財務データを作成していることから,当監査にあたっても同

様の様式とした。また,経営指標は,公益法人用と企業会計用の比較可能性を担保するため,計算式をアレンジし,同じ指

標となるようにした。経営指標は平成23年度のものである。 
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III 監査結果項目別一覧表（全般的事項に関する指摘又は意見を除く） 

 

県
準
拠
の
給
与
体
系

余
剰
資
金

（
埋
蔵
金

）
等
の
検
討

県
派
遣
職
員
・
県
退
職
者

、
駐
在
員
の
関
与
の
状
況

指
定
管
理
者
制
度
に
お
け
る
問
題

所
管
課
に
対
す
る
指
導

代
替
土
地
の
利
用
・
処
分

出
捐
比
率
算
定
の
見
直
し

プ
ロ
パ
ー

職
員
の
活
用

随
意
契
約
理
由
の
記
載
漏
れ

継
続
保
守
業
務
を
伴
う
委
託
契
約

大
町
ビ
ル
の
修
繕
計
画

固
定
資
産
シ
ス
テ
ム
の
導
入

開
発
公
社
ビ
ル
テ
ナ
ン
ト
の
入
居
率

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
定
等

理
事
会
出
席
状
況

出
資
法
人
等
指
導
監
督
基
準
に
基
づ
く
報
告
徴
収
事
項

財団法人　茨城県開発公社 意 意 意 指 意 意 意 意 指 意

財団法人　いばらき文化振興財団 意 意 意2 指

財団法人　茨城県環境保全事業団 指 指

財団法人　茨城県看護教育財団 意 意 指

社会福祉法人　茨城県社会福祉事業団 指

茨城県信用保証協会

公益財団法人　茨城県中小企業振興公社 指 指

公益社団法人　園芸いばらき振興協会

株式会社　茨城県中央食肉公社 意 指 指

公益財団法人　茨城県農林振興公社 意 意 意2 指 意 指

茨城県漁業信用基金協会

茨城県道路公社 指

株式会社　茨城ポートオーソリティ 意 意 指 指

茨城県土地開発公社 意 指

公益財団法人　茨城県企業公社 意 意 指 意 指

公益財団法人　茨城県教育財団 意 意2 指 指

公益財団法人　茨城県体育協会 意 意 意 意2 意 指

鹿島臨海鉄道　株式会社 指 指

財団法人　グリーンふるさと振興機構 指

財団法人　茨城県科学技術振興財団 意2 指

公益財団法人　茨城県国際交流協会 意 意 指

公益財団法人　茨城県消防協会 意 指

財団法人　いばらき腎バンク 指

株式会社　ひたちなかテクノセンター 指 指

株式会社　いばらき森林サービス 指 指

財団法人　茨城県栽培漁業協会 指 指

公益財団法人　那珂川沿岸土地改良基金協会 意 指 指

財団法人　茨城県建設技術管理センター 意 指 指

鹿島埠頭　株式会社 指 指

公益財団法人　茨城県暴力追放推進センター 意 指 指

出資団体指導室 意 意

指摘合計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 016 026

意見合計 12 5 3 7 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 8 1

1 各出資団体ごとの指摘・意見
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委
託
契
約

（
入
札

）
の
競
争
性
の
確
保

資
産

（
固
定
資
産
を
含
む

）
の
管
理

大
洗
水
族
館
の
業
績
管
理

レ
ベ
ニ

ュ
ー

信
託

中
長
期
経
営
計
画
に
お
け
る
収
支
計
画
の
不
存
在

理
事
会
構
成
の
見
直
し

エ

コ

フ

ロ

ン

テ

ィ

ア

か

さ

ま

の

廃

棄

物

処

理

に

関

す

る

デ

ー

タ

収

集

諸
規
定
類
の
整
備

債
権
管
理

最
終
処
分
場
の
減
価
償
却
方
法

団
体
の
運
営
体
制

リ
ー

ス
資
産
台
帳
の
未
整
備

業
務
委
託
費
の
管
理

勘
定
科
目
内
訳
書
の
未
整
備

決
裁
書
管
理

修
繕
引
当
金

現
物
管
理

（
現
金
・
切
手
等

）
・
預
金
管
理

財団法人　茨城県開発公社

財団法人　いばらき文化振興財団 意 指 意

財団法人　茨城県環境保全事業団 意 指 指意 指 意 指 指 指3 意 意 指 意 指 意

財団法人　茨城県看護教育財団 指 指 指2 指 意 指 指4

社会福祉法人　茨城県社会福祉事業団 指 指

茨城県信用保証協会

公益財団法人　茨城県中小企業振興公社 指 指 指

公益社団法人　園芸いばらき振興協会 意

株式会社　茨城県中央食肉公社 指意

公益財団法人　茨城県農林振興公社 指 指 指3 指

茨城県漁業信用基金協会 指2意

茨城県道路公社

株式会社　茨城ポートオーソリティ 意 指 指

茨城県土地開発公社 指

公益財団法人　茨城県企業公社 指 意

公益財団法人　茨城県教育財団 意

公益財団法人　茨城県体育協会 指 指意 指

鹿島臨海鉄道　株式会社

財団法人　グリーンふるさと振興機構

財団法人　茨城県科学技術振興財団 指

公益財団法人　茨城県国際交流協会

公益財団法人　茨城県消防協会 指

財団法人　いばらき腎バンク

株式会社　ひたちなかテクノセンター

株式会社　いばらき森林サービス

財団法人　茨城県栽培漁業協会

公益財団法人　那珂川沿岸土地改良基金協会

財団法人　茨城県建設技術管理センター

鹿島埠頭　株式会社

公益財団法人　茨城県暴力追放推進センター 指

出資団体指導室

指摘合計 0 5 0 1 8 0 1 7 11 0 1 1 1 1 2 1 5

意見合計 3 0 1 1 0 1 0 4 1 1 3 0 1 0 1 0 0

2 出資団体ごとの指摘・意見
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運
用
資
産
の
時
価
の
把
握
・
運
用
方
針
,
リ
ス
ク
の
検
討

退
職
給
与
引
当
金
積
立
不
足
額

あ
す
な
ろ
の
郷
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制

財
産
目
録
の
記
載
誤
り

出
退
勤
管
理

固
定
資
産
台
帳
の
計
上
漏
れ

公
用
車
入
札
に
係
る
最
低
落
札
価
額
の
考
え
方

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
提
供
事
業

契
約
書
等
の
更
新

駐
車
場
に
係
る
契
約

子
会
社
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

子
会
社
の
資
本
構
成

土
地
賃
貸
借
契
約

代
表
取
締
役
社
長

財
務
諸
表
注
記
の
誤
り

茨
城
県
経
営
構
造
対
策
支
援
事
業

E
T
C
通
行
料
金
の
未
収
計
上

県
の
人
的
関
与

出
資
団
体
へ
の
委
託
業
務

監
査
役
へ
の
賞
与

財団法人　茨城県開発公社

財団法人　いばらき文化振興財団

財団法人　茨城県環境保全事業団

財団法人　茨城県看護教育財団

社会福祉法人　茨城県社会福祉事業団 意 指 意 指

茨城県信用保証協会

公益財団法人　茨城県中小企業振興公社 指 指 意 意

公益社団法人　園芸いばらき振興協会

株式会社　茨城県中央食肉公社 指 意 意 意 意 意

公益財団法人　茨城県農林振興公社 指 指2

茨城県漁業信用基金協会

茨城県道路公社 意 意 意

株式会社　茨城ポートオーソリティ 意

茨城県土地開発公社

公益財団法人　茨城県企業公社 指

公益財団法人　茨城県教育財団

公益財団法人　茨城県体育協会 意

鹿島臨海鉄道　株式会社

財団法人　グリーンふるさと振興機構

財団法人　茨城県科学技術振興財団 意

公益財団法人　茨城県国際交流協会

公益財団法人　茨城県消防協会

財団法人　いばらき腎バンク

株式会社　ひたちなかテクノセンター

株式会社　いばらき森林サービス

財団法人　茨城県栽培漁業協会

公益財団法人　那珂川沿岸土地改良基金協会

財団法人　茨城県建設技術管理センター

鹿島埠頭　株式会社 指

公益財団法人　茨城県暴力追放推進センター

出資団体指導室

指摘合計 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

意見合計 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1

各出資団体ごとの指摘・意見3
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茨
城
港
大
洗
港
区
の
魚
釣
園
の
収
支
報
告

経
営
評
価
書
の
不
備

大
型
商
業
施
設
用
地
の
貸
付
に
係
る
預
か
り
保
証
金

ひ
た
ち
な
か
地
区
完
成
土
地
の
処
分
に
つ
い
て

桜
の
郷
整
備
事
業
に
係
る
用
地
取
得
に
つ
い
て

理
事
会
議
事
録
の
記
載
事
項

土
地
開
発
公
社
経
理
基
準
要
綱
の
順
守

内
容
不
明
残
高

内
部
取
引
の
消
去

理
事
の
解
任
登
記

出
資
団
体
の
存
在
意
義

受
託
料
の
支
払
い
方
法

職
員
の
年
齢
構
成

非
常
勤
者
の
要
職
へ
の
登
用

常
勤
役
員
の
報
酬
の
正
当
性

退
職
手
当
に
係
る
源
泉
所
得
税
の
計
算
誤
り

異
動
届
出
書
の
提
出
漏
れ

個
人
情
報
保
護
体
制
の
監
査
の
記
録

嘱
託
職
員
の
任
用

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
事
業
従
事
職
員
の
退
職
手
当

財団法人　茨城県開発公社

財団法人　いばらき文化振興財団

財団法人　茨城県環境保全事業団

財団法人　茨城県看護教育財団

社会福祉法人　茨城県社会福祉事業団

茨城県信用保証協会

公益財団法人　茨城県中小企業振興公社

公益社団法人　園芸いばらき振興協会

株式会社　茨城県中央食肉公社

公益財団法人　茨城県農林振興公社

茨城県漁業信用基金協会

茨城県道路公社

株式会社　茨城ポートオーソリティ 指 意 意

茨城県土地開発公社 意 意 指 指 指 指 意

公益財団法人　茨城県企業公社 意 意 意

公益財団法人　茨城県教育財団 意 指 指 指 意 指 意

公益財団法人　茨城県体育協会

鹿島臨海鉄道　株式会社

財団法人　グリーンふるさと振興機構

財団法人　茨城県科学技術振興財団

公益財団法人　茨城県国際交流協会

公益財団法人　茨城県消防協会

財団法人　いばらき腎バンク

株式会社　ひたちなかテクノセンター

株式会社　いばらき森林サービス

財団法人　茨城県栽培漁業協会

公益財団法人　那珂川沿岸土地改良基金協会

財団法人　茨城県建設技術管理センター

鹿島埠頭　株式会社

公益財団法人　茨城県暴力追放推進センター

出資団体指導室

指摘合計 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

意見合計 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

各出資団体ごとの指摘・意見4
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事
業
別
収
支
管
理

、
事
業
別
予
実
管
理

議
事
録
の
作
成
漏
れ

遊
休
土
地
の
存
在

基
本
財
産
の
有
効
活
用

上
海
事
務
所
事
業
費
補
助
金

運
営
補
助
費
の
算
定
根
拠

県
の
関
与

出
資
金

県
か
ら
の
無
利
子
貸
付

財団法人　茨城県開発公社 2 8

財団法人　いばらき文化振興財団 2 6

財団法人　茨城県環境保全事業団 12 7

財団法人　茨城県看護教育財団 意 11 4

社会福祉法人　茨城県社会福祉事業団 5 2

茨城県信用保証協会 0 0

公益財団法人　茨城県中小企業振興公社 7 2

公益社団法人　園芸いばらき振興協会 0 1

株式会社　茨城県中央食肉公社 4 7

公益財団法人　茨城県農林振興公社 11 5

茨城県漁業信用基金協会 2 1

茨城県道路公社 1 3

株式会社　茨城ポートオーソリティ 5 6

茨城県土地開発公社 6 4

公益財団法人　茨城県企業公社 4 7

公益財団法人　茨城県教育財団 6 7

公益財団法人　茨城県体育協会 意 指 5 9

鹿島臨海鉄道　株式会社 意 2 1

財団法人　グリーンふるさと振興機構 意 1 1

財団法人　茨城県科学技術振興財団 2 3

公益財団法人　茨城県国際交流協会 意 意 1 4

公益財団法人　茨城県消防協会 意 2 2

財団法人　いばらき腎バンク 意 意 1 2

株式会社　ひたちなかテクノセンター 2 0

株式会社　いばらき森林サービス 意 2 1

財団法人　茨城県栽培漁業協会 2 0

公益財団法人　那珂川沿岸土地改良基金協会 意 2 2

財団法人　茨城県建設技術管理センター 意 2 2

鹿島埠頭　株式会社 意 意 3 2

公益財団法人　茨城県暴力追放推進センター 3 1

出資団体指導室 0 2

指摘合計 0 1 0 0 0 0 0 0 0108

意見合計 1 0 2 5 1 1 2 1 1 102

各出資団体ごとの指摘・意見5 指
摘
合
計

意
見
合
計
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IV 残高確認書の様式 

<確認状様式> 

① 依頼状 
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② 確認状本紙 


